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１．事業の概要 

事業の概要では、平成２５年度文部科学省委託 「成長分野等における中核的専門人材養

成の戦略的推進事業」ＩＴ分野産学コンソーシアム「ＩＴ分野の産学官連携による中核的専

門人材養成の戦略的推進プロジェクト」の事業計画から概要をまとめる。 

 

○事業名：「ＩＴ分野の産学官連携による中核的専門人材養成の戦略的推進プロジェクト」 

 

○事業区分：「平成２５年度文部科学省  

成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業」 

 

○事業の目的・概要 

これまで専門学校では、ＩＴ開発技術者の育成を通して、産業界に対してＩＴ開発スキ

ルを持つ人材を提供してきた。しかし、昨年度事業の取組みで近年のクラウドサービスや

モバイルコンピューティングの爆発的な発展や、オープンソース活用、急速なグローバル

化への対応により、業務そのものに急激な変革が起き、産業界の求める人材の変化が明確

になった。 

  本事業では、昨年度の成果をもとに、新たなＩＴ技術者育成の体系的な学習システムの

枠組みを構築する。  海外で行われているＩＴ技術や知識の体系的なモデル・カリキュラ

ムと達成度評価指標を調査し、その教育手法、教育内容を分類化する。国際社会で通用す

るＩＴ技術者育成の課題抽出、職域プロジェクトによる取組みの取りまとめを通して、Ｉ

Ｔ分野の中核的専門人材養成の教育基盤整備を推進する。 

 

○事業の実施意義や必要性について 

①当該分野における人材需要等の状況、それを踏まえた事業の実施意義 

  近年、クラウドコンピューティングの台頭などのサービス化のさらなる進展やビッグデ

ータに代表される本格的なデータ活用の拡大、スマートフォンの普及などによる新たなＩ

Ｔ 活用スタイルの登場など、ＩＴ を取り巻く環境変化のスピードは、より一層加速して

いる。また、広範な産業とＩＴ の融合は、新たな製品やサービスの創出に加えて、新たな

市場の創出および経済成長における鍵を握ると言われており、ＩＴ の役割は新たな局面を

向かえつつある。さらに、産業のグローバル化の動きも確実に進展し、ユーザー企業のＩ

Ｔ 戦略とともにＩＴ 産業の産業構造にも変化を起こし始めている。 

このように、産業や社会におけるＩＴ の役割は拡大するとともに高度化を続けており、Ｉ

Ｔ 人材の育成・確保は、継続的に重要な課題となっている。 
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情報サービス産業の年間売上高と従業員数の推移（ＩＴ人材白書 2012より） 

 

ＩＴ人材白書 2012によれば、国勢調査に基づく「情報処理関連技術者」の数は 1980 年

代には約 32 万人であったが、2010 年の最新の国勢調査（平成 22 年国勢調査速報集計 2011 

年 6 月公表）では 88 万人の規模となっている。ＩＴの社会での役割が引き続き拡大する

と同時に高度化を続けている現状において、担い手であるＩＴ人材の育成・確保は、量の

確保に加え、質の高度化が日本のＩＴ産業の競争力強化を図る上での重要課題となってい

る。 

  ＩＴ人材育成は、これまで、情報処理推進機構（IPA）による情報処理技術者試験や、ス

キル標準(ＩＴスキル標準(ＩＴSS)、組込みスキル標準(ETSS)、ユーザスキル標準(UISS))

などが代表的な人材育成基盤整備の取組みとして挙げられる。これら施策は、これまで専

修学校でも、教育カリキュラムへの反映や情報処理技術者試験の取得などの取り組みに活

用されている。情報処理技術者試験は、最低限求められるスキルの基となる知識の保有状

況を可視化するために有効である。 

しかし、クラウドサービスの進展やビッグデータ等のデータ活用の拡大、スマートフォ

ン等の普及による新たなＩＴ 活用など、ＩＴ を取り巻く環境変化により、需要が大きく

なってきている新たな分野に関しては、関連する知識やスキルを可視化ができていなかっ

た。平成２４年度事業の中核的専門人材養成の教育基盤整備において、その可視化を図り、

専修学校で教えるべき技術と、開発現場で OJT にて習得する技術等を明らかに、ＩＴ分野

の中核的専門人材養成の基盤整備を推進した。 

  本年度事業においては、専門学校の育成すべき人材の領域、範囲、レベルを可視化し、

ＩＴ系専門学校の教育プログラム構築に活用できるよう積上げ式のモデル・カリキュラム

基準へ反映させ、重要な科目の達成度評価指標を検討・協議する。 
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  また、グローバル化の進展により、ユーザー企業の多くが海外との取引や拠点の開設に

伴い、これまでのオフショア開発に必要なＩＴ技術者に加え、ユーザー企業のグローバル

ＩＴ技術人材の需要が大きく増加している。ＩＴのグローバル化対応した人材育成につい

て、諸外国の職業教育の評価指標や職業能力評価に関する調査を行い、日本のＩＴ技術者

育成の強みや課題を明らかにし、ＩＴ系専門学校のグローバルＩＴ人材の育成を支援する。 

  今後の日本におけるＩＴ産業が競争力を高め、発展してゆくためには、産業界の変化に

対応する新しい学習システムの基盤整備と教育の質向上の枠組みづくりの推進は、産業界

の求める人材の育成、確保に欠くことのできない重要な取組みである。 

 

②取組が求められている状況、本事業により推進する必要性 

今後の日本におけるＩＴ産業が競争力を高め、発展してゆくためには、産業界の変化に

対応する新しい学習システムの基盤整備と教育の質向上の枠組みづくりの推進は、産業界

の求める人材の育成、確保に欠くことのできない重要な取組みである。 

日本の産業を支えるＩＴは、技術進化とともに発展を続け、クラウドコンピューティン

グや SNS など多様なサービスが出現し、暮らしと経済を支える重要な基盤となっている。

あらゆる産業がＩＴを活用し、インターネットによりそれぞれ独立して機能していたプロ

グラムが融合し、さらにその先に接続された大規模なシステムが全世界的に広がり、社会

全体を支える重要な基盤（インフラ）の一部を構成するなど、新たな業務領域を形成して

いる。利便性・安全性の高い安心な暮らしや経済活動をおくるためには、社会基盤として

のＩＴを安定して利用できる環境の維持と発展が不可欠である。 

これらの技術革新やＩＴ技術との融合の進展やグローバル化によるオフショア開発や海

外ベンダーの台頭等の環境変化により、ビジネスの変革が求められ、ＩＴ人材に求める専

門知識、技術や素養も変化している。 

 

 

 

 

 

 

 

５つの構造変化 

出展：(社)情報サービス産業協会 報告書(21-J004)概要 

 

本事業は、ＩＴ人材育成の環境整備を推進し、産業界が求める人材モデルに対してフィ

ットする人材を育成し供給するためのカリキュラム確認等を支援する仕組みつくりである。
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ＩＴの適用先や適用する技術が多岐にわたるこの時代には最も必要とされる取り組みであ

り、需要ボリュームが大きな人材と求められるスキルを明らかにすることで、マッチング

の最適化を促すことができる。 

本事業の実施により、ビジネスの変化がＩＴ人材に求められるスキルの変化に直結して

いる時代において、産業界が求めるスキルについて専修学校にてタイムリーなスキル獲得

を支援する施策となる。専修学校として、スキル獲得を支援していない項目を明示するこ

とも人材のアンマッチを防ぐことに繋がり、開発現場での教育や異なる専修学校での単位

取得を促す効果も期待できる。 

同時に、グローバル市場においては、新興国企業の追い上げなど国際競争が厳しさを増

す中で、オフショアに代表される従来型の国際分業やユーザー追随型の国際展開にとどま

っている日本のＩＴ産業は、能動的・戦略的なグローバル化へのシフトが求められている。

構造改革でも大きな変化があり、最も重要であるグローバルＩＴ人材育成について、専門

学校が産業界の構造改革に対応した人材育成の体制整備が求められている。ＩＴ分野の専

門学校の教育のグローバル化の取組みを支援するため、諸外国ＩＴ人材育成の現状の調査

により、日本の強みや課題を明らかにし、人材育成の方向性を示すことが重要である。開

発や運用・販売をアジアの発展諸国で展開していくソフトウェア企業からは、非常に有用

なグローバル専門人材供給の期待を得ること出来るようになり、専修学校において真の中

核的専門人材の育成ができるようになる。 

専門学校の単位制の導入や社会人の知識・技術の更新等の学び直しを考慮したアクセス

しやすい学習環境の提供において、e-learning システムの活用が有効な手段として注目さ

れているが、それぞれの専門学校の独自での開発では、様々な面で膨大な労力とコストが

発生する。効率的な開発・運用ができる同時に、将来的な単位互換、職業能力評価制度等

の仕組みへの拡張性から、共通した e-learningプラットフォームの構築・整備が望まれて

いる。システムの要件や各校の持つ既存システムを調査分析し、共通 e-learning プラット

フォームの在り方を検討協議する。 

 

昨年度事業で明らかとなった、これからの日本のＩＴ産業を支える中核的専門人材養成

の取組み課題は下記のとおりである。 

・教員の育成 

・グローバル化への対応 

・学習ユニット積上げ方式、単位制カリキュラムの構築 

・共通した e-learningプラットフォームの整備 

・企業、業界との連携拡大・強化 

・単位互換、達成度評価指標、情報公開 

・第 3者評価スキームの構築 
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職域での取組みに加え、課題別に分科会等により、共通のテーマで取組む必要から、職

域プロジェクト連絡協議会をその育成人材によりＩＴエンジニア、ＩＴコンテンツのカテ

ゴリーに分類し、共通する課題を明らかにするとともにＩＴ分野全体として個々の取組み

情報の共有、相互活用の組織構築を推進する。また、各職域プロジェクトの取組みは、コ

ンソーシアムにて協議し、有効性を評価する。 

今後の日本におけるＩＴ産業の職業教育において、産業界の変化に対応する新しい学習

システムの基盤整備と教育の質向上の枠組みづくりの推進は、産業界の求める人材の育成、

確保に欠くことのできない重要であり、かつ必要不可欠な取組みである。 
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２．前年度までの取組概要・成果と本事業との継続性 

（平成 23年度事業） 

・取組概要 

ＩＴ分野の中核的専門人材養成の新たな学習システムを構築・整備するため、産学が

連携し、産業界の人材ニーズ調査、モデルカリキュラム基準、人材育成課題と取り組み

方針の策定、共通課題の抽出に取組んだ。特に情報処理分野、自動車組込み分野、ゲー

ム CG 分野、携帯スマホ分野を分科会として、それぞれの分野の課題と共通課題の把握の

努めた。 

・事業成果 

各分科会ごとモデル・カリキュラム基準のイメージを策定し、分野独自の課題と共通

する課題を明らかにした。また、ＩＴ産業がクラウドや SNS、モバイルコンピューティン

グの進展を受けて、大きな変革が求められ、産業界の人材ニーズにも大きな変化がある

ことがわかった。事業の取組みについては、各分科会ごとに調査研究報告書として取り

まとめた。 

・24年度事業との継続性（成果の活用含む） 

平成 23年度各分科会から抽出された共通課題について、コンソーシアムでの取組みを

継続するともに、平成 24 年度は情報処理分野、自動車組込み分野、ゲーム CG 分野、携

帯スマホ分野の取組みを継続するため、各分野を職域プロジェクトとして事業化し、そ

れぞれの中核的専門人材養成の教育基盤整備を推進した。また、平成 23年度取組みで人

材育成ニーズの高かった情報セキュリティ分野についても職域プロジェクトを設置した。 

（平成２４年度事業） 

・取組概要 

ＩＴ技術者育成においては、高度化・複雑化する技術に対応した職業訓練の質を追求

し、産業界が求める人材のスキルと育成するスキルの整合性を高めることが重要である。 

平成 24年度事業では、企業・業界団体・大学と連携して、産業界の人材ニーズと教育

カリキュラムとの整合性を可視化し、ＩＴ分野の新たな学習システムのモデル構築と質

保証の枠組みづくりを推進するため、以下の取組みを行った。 

・職域合同協議会の設置、 

・国内及び東アジア諸国の企業視察調査 

・職業教育版ＩＴスキル標準の開発 

・既存カリキュラムのマッピングによる領域・範囲の可視化 

・学生の達成度評価の評価指標開発及び仕組みの検討 

・「学習ユニット積上げ方式」の学習環境整備と学修成果が生かせる仕組みの 

検討・協議 
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・成果の普及と活用の推進 

・事業成果 

産学が連携して職域プロジェクトの実証をもとに新しい学習システムの基盤整備を行

い、教育の質向上の枠組みづくりを推進した。ＩＴを取り巻く現状と近未来のビジネス

環境の方向性を整理し、日本において必要とされるＩＴ人材ニーズを洗い直すとともに、

ＩＴ系専門学校の教育領域・レベルを国内および東アジアの企業調査、職域プロジェク

トの実施過程等で明らかにし、教育プログラムを整備した。新しい学習システムにおけ

る人材育成の課題、教育目標・達成度評価の評価指標、組織的な教育活動の評価指標、

教育プログラムのモジュール化への活用方法等を検討し、その基盤整備を行った。 

 本事業の成果物は以下のとおり 

・各職域プロジェクトの実証検証の評価指標開発と評価および 

結果の取りまとめ 

・調査報告書 

・ＩＴ分野の専修学校スキル標準 

・本年度事業との継続性（成果の活用含む） 

昨年度事業で明らかとなった、これからの日本のＩＴ産業を支える中核的専門人材養

成の取組み課題は下記のとおりである。 

・教員の育成 

・グローバル化への対応 

・学習ユニット積上げ方式、単位制カリキュラムの構築 

・共通した e-learningプラットフォームの整備 

・企業、業界との連携拡大・強化 

・単位互換、達成度評価指標、情報公開 

・第 3者評価スキームの構築 

平成 25 年度事業では、平成 24 年度年度の成果、抽出された課題をもとにＩＴ分野の

中核的専門人材養成の教育基盤整備を継続的に行う。職域での取組みに加え、課題別に

分科会等により、共通のテーマで取組む必要から、職域プロジェクト協議会を設置し、

共通する課題を明らかにするとともにＩＴ分野全体として個々の取組み情報の共有、相

互活用の組織構築を推進する。 
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３．事業の成果目標 

期待される活動指標(アウトプット)・成果目標及び成果実績(アウトカム) 

■期待される活動指標 

１諸外国のＩＴ技術者の職業教育の評価指標および職業能力評価制度調査 

       調査視察先 １カ国 ４箇所以上ヒアリング   

２学習ユニット積み上げ式のモデル・カリキュラム基準の枠組み 

       専門学校２年制課程、４年制課程の積上げ式教育カリキュラムの枠組み 

   情報公開のガイドラインの開発 

       事例掲載 ４事例以上 

３成果報告会への参加数  専門学校関係者６０名、ＩＴ 関連企業・団体２０名 

 

■成果実績（アウトカム） 

１積上げ式教育カリキュラム導入の検討専門学校数（推計）  １０校 

         最終的には ２００校への導入を目標とする。  

   ＩＴ分野のグローバル教育を行う専門学校（推計）  ３校 

   情報公開ガイドラインに従い情報公開を行う専門学校（推計）  ５校 

       当協会の行う情報公開の研修会、啓蒙活動への参加者（推計） １００名 

２新たな協力者、協力機関数  協力者 ６名以上、協力企業・機関 ５件 以上 

 

本事業の成果の利用により、ＩＴ分野の中核的専門人材育成の教育基盤整備が推進さ

れ、産業界の求める人材に対応したＩＴ技術者の育成が促進される。また、各職域プロ

ジェクトでの取組みを共通の枠組みにマッピングが可能となり、体系的な教育基盤の構

築ができるようになる。 
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４．事業の実施内容 

①会議（目的、体制、開催回数等） 

・ＩＴ産学コンソーシアム 

   目的：事業方針策定、職域プロジェクトの進捗管理、職域プロジェクトの評価 

      分科会進捗管理、予算執行管理、共通課題の検討、成果の活用・普及 

体制：専門学校 １６校  大学関係者  1名  企業 ６社   

業界関連団体 1団体 

回数：年 3回（10 月、12月、2月） 

・ＩＴエンジニア職域プロジェクト連絡協議会 

目的：職域プロジェクト間の連絡調整、コンソーシアムへの進捗報告、 

共通課題の検討 

体制：職域プロジェクト ８校  業界関連団体 1団体、 

コンソーシアム委員 １名 

回数：年 1回（12 月） 

・ＩＴコンテンツ職域プロジェクト連絡協議会 

目的：職域プロジェクト間の連絡調整、コンソーシアムへの進捗報告、 

共通課題の検討 

体制：職域プロジェクト２校、業界関連団体 1団体、コンソーシアム委員１名 

回数：年 1回（12 月） 

・調査分科会 

目的：諸外国のＩＴ技術者の職業教育の評価指標および職業能力評価制度調査の実施 

体制：大学関係者 ５校、関連団体 １社  

回数：年５回（7月、９月、11月、１月、2月） 

・情報公開調査分科会 

目的：国際的な情報公開の実態調査の実施、 

情報公開に関するガイドライン開発・整備 

体制：専門学校 ５校 企業 1社、関連団体 １社  

回数：年 3回（9月、12月、2月） 

・開発分科会 

目的：体系的な学習ユニット積み上げ方式の枠組みの作成・整備、 

           専門学校育成人材育成領域の可視化 

      単位互換モデルの検討 

体制：企業 6社  

回数：年 4回（7月、10月、12月、1月） 
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・評価分科会 

目的：第 3者評価スキームの構築に向けた検討・整備、プロジェクト評価 

体制：専門学校 4 校、企業 2社、関連団体 １社  

回数：年 3回（9月、12月、2月） 

 

②調査等（目的、対象、規模、手法、実施方法等） 

・諸外国のＩＴ技術者の職業教育の評価指標および職業能力評価制度調査 

目的   ：諸外国のＩＴ技術者の職業教育の評価指標および職業能力評価制度の基

準を調べ、専修学校版ＩＴスキル標準、モデル・カリキュラム基準と比

較し、日本のＩＴ技術者教育の領域、範囲、レベルを明らかにする。ま

た、専門学校のＩＴ技術者教育の再構築に活用するとともに、将来の国

際的な単位互換・認定の基礎資料とする。 

対象、規模：・視察調査  シンガポールを想定  

          視察調査訪問先 教育機関、職業能力認定機関、企業等 ４件程度 

         ・文献調査  ６カ国程度  

手法   ：現地視察調査、文献調査 

実施方法 ：調査分科会委員 ２名による諸外国の評価機関へのヒアリング調査を実     

      施 

・諸外国の情報系職業教育機関の情報公開の実態調査 

目的   ：教育活動の第３者評価や国際的な単位認定等に必須である情報公開         

について、ＩＴ分野の専門学学校の公開範囲を設計にするため 

対象、規模：諸外国のＩＴ分野の教育機関の情報公開状況を調査する ３０カ国程度  

手法   ：文献調査 

実施方法 ：調査企画を情報公開調査分科会で検討・決定し、情報の収集・調査分析

については、協力企業に依頼する。 

 

③モデルカリキュラム基準、達成度評価、教材等作成（目的、規模、実施体制等） 

・学習ユニット積上げ式のモデル・カリキュラム基準の枠組みの開発・整備 

    目的  ：ＩＴ分野の各職域プロジェクトの取組み内容の取りまとめのため。 

ＩＴ分野の共通フレームでの教育カリキュラムの構築のため、枠組みを

整備し、体系的なモデル・カリキュラムのとりまとめ、専修学校版ＩＴ

スキル標準に対応したＩＴ分野のモデル・カリキュラム基準を可視化す

るため。           

    規模  ：基本指針、フォーマット、専修学校版ＩＴスキル標準の再構築 

         モデル・カリキュラム基準 
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（専門学校２年制課程およびレベル２～４までの積上げ）  

実施方法：開発分科会で企画をまとめ、開発は参画企業に依頼する。 

・情報公開のガイドラインの整備 

目的  ：教育活動の第３者評価や国際的な単位認定等に必須である情報公開につ

いて、ＩＴ分野の専門学学校の公開範囲等のガイドラインとして、取り

まとめ、情報公開の環境を整備する 

規模   ：A4版 ２００頁程度  

実施方法 ：②の調査結果等を踏まえ、評価分科会で企画をまとめ、 

                     開発作業は参画企業に依頼する。 

 

④実証等（目的、対象、規模、時期、手法、実施方法等） 

成果報告会の実施 

目的   ：成果の普及と活用の促進 

対象   ：ＩＴ系専門学校 300 校  ＩＴ関連企業 500 社   

規模   ：８０人  

時期   ：平成２６年３月 

実施方法 ：代表者、調査担当者、開発担当者、評価担当者による 

         取組内容および成果の発表を実施 

 

⑤今年度までの取組成果のとりまとめ等 

・平成２３年度  

ＩＴ分野調査研究報告書 

規模 ：1000 冊 

    手法 ：データを HPでの公開、ＩＴ系専門学校 396 校、ＩＴ関連企業等 541 社へ郵

送配布 

   ゲーム分野調査研究報告書 

規模 ：600 冊 

手法 ：データを HP での公開、ＩＴ系専門学校 396 校、ＩＴ関連企業等 84 社へ郵

送配布 

CG分野調査研究報告書 

規模 ：600 冊 

手法 ：データを HP での公開、ＩＴ系専門学校 396 校、ＩＴ関連企業等 84 社へ郵

送配布 

自動車組込み分野調査研究報告書   

規模 ：700 冊 
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手法 ：データを HPでの公開、ＩＴ系専門学校 396校、ＩＴ関連企業等 189 社へ郵

送配布 

携帯スマホ分野調査研究報告書 

規模 ：7000 冊 

手法 ：データを HPでの公開、ＩＴ系専門学校 396校、ＩＴ関連企業等 212 社へ郵

送配布 

成果報告会の実施 

規模 ：67 人  

手法 ：ＩＴ系専門学校 396校、ＩＴ関連企業等 1411社へ案内し参加を促進した。 

 

・平成２４年度 

調査報告書 

規模 ：1000 冊 

手法 ：データを HPでの公開、ＩＴ系専門学校 272校、ＩＴ関連企業等 533 社へ郵

送配布 

専修学校版ＩＴスキル標準報告書 

規模 ：1000 冊 

手法 ：データを HPでの公開、ＩＴ系専門学校 272校、ＩＴ関連企業等 533 社へ郵

送配布 

成果報告会の実施 

規模 ：81 人  

手法 ：ＩＴ系専門学校 272校、ＩＴ関連企業等 533社へ案内し参加を促進した。 
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５．事業終了後の方針について 

（事業成果物） 

①諸外国のＩＴ技術者職業能力評価制度調査報告書 

規模 ：1000 冊 

手法 ：データを HP での公開、ＩＴ系専門学校 300 校、ＩＴ関連企業等 500 社へ

郵送配布、協力専門学校、企業、業界団体へ配布 

 

②ＩＴ分野の学習ユニット積上げ式モデル・カリキュラム基準の枠組み 

規模 ：1000 冊 

手法 ：データを HP での公開、ＩＴ系専門学校 300 校、ＩＴ関連企業等 500 社へ

郵送配布、協力専門学校、企業、業界団体へ配布 

 

③ＩＴ系専門学校の情報公開に関するガイドライン 

規模 ：1000 冊 

手法 ：データを HP での公開、ＩＴ系専門学校 300 校、ＩＴ関連企業等 500 社へ

郵送配布、協力専門学校、企業、業界団体へ配布 

 

④事業成果報告書 

規模 ：800 冊 

手法 ：データを HP での公開、ＩＴ系専門学校 300 校、ＩＴ関連企業等 500 社へ

郵送配布、協力専門学校、企業、業界団体へ配布 

 

（成果の活用等） 

⑤次年度以降の成果の活用。 

・学習ユニット積上げ式モデル・カリキュラム基準をもとに、各職域プロジェクトの

成果を取りまとめ、ＩＴ技術者の体系的な教育プログラムを整備する。学習ユニッ

ト積上げ式モデル・カリキュラム基準活用して、当協会会員校のＩＴ技術者育成の

教育カリキュラムを学習ユニット積上げ式に再構成する支援を促進し、単位互換制

度や履修証明制度の構築を検証する。 

・諸外国のＩＴ技術者の職業教育における達成度評価や職業能力評価の基準と専修学

校版ＩＴスキル標準の比較の結果から、学習ユニット積上げ式モデル・カリキュラ

ム基準に連動する達成度評価指標を整備し、ＩＴ産業の中核的専門人材養成の教育

基盤整備を推進する。 

・学習ユニットの社会人対象の講座開設を支援し、ＩＴ産業の人材シフトに対応した
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教育の実践を行い、積上げ式のモデル・カリキュラム基準の実証を行う。 

・e-learning の共通プラットフォームについて、本事業の調査結果をもとに実現に向

けた体制を整備し、開発・運用の検討・協議を行う。 

・情報公開ガイドラインに基づき、ＩＴ系専門学校における情報公開の研修や啓蒙活

動を行い、情報公開を促進し、教育活動の第３者評価への発展に取組む。 

 

⑥企業・業界団体等における活用・評価を実施 

・情報公開をもとに企業、業界団体による教育活動、学校の評価につなげる枠組みと

課題を抽出し、産学の連携する第３者評価スキームの構築を協議する。 

・開発した積上げ式モデル・カリキュラム基準をもとに、レベル３～４に対応する達

成度評価指標を整備し、社員教育、企業教育への活用を試行し、職業能力評価への

実証を推進する。 
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６．構成機関 

構成機関（学校・団体・機関等）の名称 役割等 都道府県名 

1 学校法人吉田学園 吉田情報ビジネス専門学校 実施 北海道 

2 学校法人中央情報学園 中央情報専門学校 実施 埼玉県 

3 学校法人中央情報学園 早稲田文理専門学校 職域・調査 東京都 

4 学校法人片柳学園 日本工学院八王子専門学校 実施 東京都 

5 学校法人片柳学園 日本工学院専門学校 開発 東京都 

6 学校法人龍馬学園 高知情報ビジネス専門学校 実施 高知県 

7 
学校法人黒木学園 専門学校カレッジオブキャ

リア 
実施 長野県 

8 学校法人第一平田学園 中国デザイン専門学校 実施 岡山県 

9 学校法人三橋学園 船橋情報ビジネス専門学校 実施・調査 千葉県 

10 学校法人電子学園 日本電子専門学校 実施・職域・開発 東京都 

11 学校法人電子開発学園 北海道情報専門学校 実施 北海道 

12 学校法人秋葉学園 千葉情報経理専門学校 実施 千葉県 

13 学校法人国際共立学園 国際理容美容専門学校 実施 東京都 

14 
学校法人 YSE学園 横浜システム工学院専門学

校 
実施 神奈川県 

15 
学校法人新潟総合学院 新潟コンピュータ専門

学校 
実施・職域 新潟県 

16 
学校法人コンピュータ総合学園 神戸電子専門

学校 
実施 兵庫県 

17 学校法人武田学園 専門学校ビーマックス 実施 岡山県 

18 学校法人麻生塾 麻生情報ビジネス専門学校 実施 福岡県 

19 大阪商業大学 実施・調査 大阪府 

20 大阪経済大学 調査 大阪府 

21 小樽商科大学 調査 北海道 

22 北海道情報大学 調査 北海道 

23 長崎大学 調査 長崎県 

24 株式会社ＫＥＩアドバンス 実施・開発 東京都 

25 株式会社リーディングエッジ社 協力 東京都 



 

 

 22 

26 株式会社日立アドバンストデジタル 協力 東京都 

27 株式会社アフレル 協力 東京都 

28 三菱電機メカトロニクスソフトウェア株式会社 協力 東京都 

29 マイクロテクノロジー株式会社 協力 東京都 

30 アヴァシス株式会社 協力 東京都 

31 有限会社ザ・ライスマウンド 実施 東京都 

32 株式会社日本教育ネットワークコンソシアム 実施 東京都 

33 株式会社ベストソリューション 評価 東京都 

34 株式会社ボーンデジタル 評価 東京都 

35 株式会社 サンライズクリエイティブ 開発 東京都 

36 株式会社 スキルスタンダード研究所 協力・助言 東京都 

37 特定非営利活動法人スキル標準ユーザ協会 実施・開発 東京都 

38 一般社団法人組込みシステム技術協会  協力・助言 東京都 

39 独立行政法人情報処理推進機構 協力・助言 東京都 

40 一般社団法人全国専門学校情報教育協会 実施・評価 東京都 

 

協力者等 

氏名 所属・職名 役割等 都道府県名 

吉田 松雄 学校法人吉田学園 理事長 統括 北海道 

岡本 比呂志 学校法人中央情報学園 理事長 実施 埼玉県 

千葉  茂 学校法人片柳学園 副理事長 実施 東京都 

佐竹 新市 学校法人龍馬学園 理事長 実施 高知県 

飯塚 正成 
一般社団法人全国専門学校情報教育

協会 専務理事 
実施・評価 東京都 

黒木 亮谷 学校法人黒木学園 理事長 実施 長野県 

平田 眞一 学校法人第一平田学園 理事長 実施・評価 岡山県 

鳥居 高之 船橋情報ビジネス専門学校 校長 実施・情報公開 千葉県 

古賀 稔邦 日本電子専門学校 校長 実施 東京都 

光武 松雄  
学校法人電子開発学園 理事 管理統

括担当 
実施 北海道 

秋葉 英一 学校法人秋葉学園 理事長 実施 千葉県 

若松 伸佳 国際理容美容専門学校 法人本部長  実施 東京都 
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杉山  勝巳 横浜システム工学院専門学校 校長 実施 神奈川県 

丸山 一彦 新潟コンピュータ専門学校 副校長 実施・情報公開 新潟県 

福岡 壯治 神戸電子専門学校 校長 実施 兵庫県 

武田 結幸 学校法人武田学園 理事長 実施 岡山県 

古野 金廣 学校法人麻生塾 常務理事 実施 福岡県 

金井 一賴  大阪商業大学 経営学科 教授 実施・調査 大阪府 

吉野 忠男 大阪経済大学 経営学部経営学科准教授 調査 大阪府 

加藤 敬太 小樽商科大学 商学科 准教授 調査 北海道 

今井  希 
北海道情報大学 経営情報学部 先

端経営学科 講師 
調査 北海道 

後藤 祐一 長崎大学 経済学部 准教授 調査 長崎県 

村田 耕一 早稲田文理専門学校 情報公開 東京都 

海野 晴博 日本電子専門学校 情報公開 東京都 

坪井 勇次 日本工学院専門学校ＩＴカレッジ長 情報公開・評価 東京都 

佐々木 卓美 日本電子専門学校 教育部副部長 評価 東京都 

有賀 浩  専門学校静岡電子情報カレッジ 評価 静岡県 

岡山 保美  株式会社ＫＥＩアドバンス 取締役 実施・開発 東京都 

満岡 秀一 

株式会社リーディングエッジ社  Ｉ

Ｔサービス事業部 教育サービスマ

ネージャ 

実施・開発 東京都 

菊嶋 正和 
株式会社サンライズ・クリエイティブ 

代表取締役 
開発 東京都 

武部 桂史 
株式会社日立アドバンストデジタル 

ソフトウェア本部副本部長 
実施 東京都 

渡辺 登 
株式会社アフレル エデュケーショ

ン・プランナー／事業企画室 室長 
実施・開発 東京都 

岩橋 正美 
三菱電機メカトロニクスソフトウェ

ア株式会社 和歌山支所 副支所長 
実施 和歌山県 

村上 徹 
株式会社ボーンデジタル 代表取締

役社長 
実施 東京都 

乘浜 誠二 
株式会社ベストソリューション 代

表取締役社長 
評価 東京都 

吉岡 正勝 
株式会社日本教育ネットワークコン

ソシアム 事業開発部マネージャー 
実施・開発 東京都 
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高橋 秀典 
特定非営利活動法人ＩＴＳＳユーザ

ー協会 専務理事 
実施 東京都 

飯塚 久仁子 
一般社団法人全国専門学校情報教育

協会 
調査 東京都 

菅野 崇行 吉田情報ビジネス専門学校 協力 北海道 

岩田  俊裕 早稲田文理専門学校 協力 東京都 

玉木 欽也 青山学院大学 経営学部教授 協力 東京都 

薦田 美香 青山学院大学 研究推進部 協力 東京都 

川上 隆 情報科学専門学校 協力 神奈川県 

柿本 圭介 情報科学専門学校 協力 神奈川県 

山田 太 富山情報ビジネス専門学校 協力 愛知県 

村岡 好久 名古屋工学院専門学校 協力 愛知県 

丸山 不二夫 
早稲田大学大学院 情報生産システ

ム研究科 客員教授 
助言 東京都 

竹原 伸 
近畿大学工学部 知能機械工学科教

授 
助言 広島県 

永井 昌寛 愛知県立大学 教授 助言 愛知県 

野地 朱真 尚美学園大学 芸術情報学部 教授 助言 東京都 

中野  秀男 
帝塚山学院大学 ICT センター長(特任

教授) 
助言 大阪府 

富田 茂 
キャリオ技研株式会社 代表取締役

社長 
助言 愛知県 

小林 靖英  株式会社アフレル 代表取締役社長 助言 東京都 

母里 健一  
一般社団法人組込みシステム技術協

会 課長代理 
助言 東京都 

加藤 俊彦 
一般財団法人デジタルコンテンツ協

会 常務理事  
助言 東京都 

宮井 あゆみ 公益財団法人 CG-ARTS協会事務局長 助言 東京都 

成井 滋 ＬＰＩ－Ｊａｐａｎ 理事長 助言 東京都 
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下部組織 

ITエンジニア職域プロジェクト協議会 

氏名 所属・職名 役割等 都道府県名 

飯塚 正成 
一般社団法人全国専門学校情報教育

協会  専務理事 
進行役 東京都 

菅野 崇行 吉田情報ビジネス専門学校 職域プロジェクト 北海道 

佐々木 卓美 日本電子専門学校（スマホ） 職域プロジェクト 東京都 

岩田  俊裕 早稲田文理専門学校 職域プロジェクト 東京都 

薦田 美香 青山学院大学 研究推進部 職域プロジェクト 東京都 

川上 隆 情報科学専門学校 職域プロジェクト 神奈川県 

山田 太 富山情報ビジネス専門学校 職域プロジェクト 愛知県 

村岡 好久 名古屋工学院専門学校 職域プロジェクト 愛知県 

吉岡 正勝 
株式会社日本教育ネットワークコン

ソシアム 事業開発部マネージャー 

コンソーシアム 

委員 
東京都 

 

ITコンテンツ職域プロジェクト協議会 

氏名 所属・職名 役割等 都道府県名 

飯塚 正成 
一般社団法人全国専門学校情報教育

協会  専務理事 
進行役 東京都 

古賀 稔邦 日本電子専門学校 校長 職域プロジェクト 東京都 

丸山 一彦 新潟コンピュータ専門学校 副校長 職域プロジェクト 新潟県 

吉岡 正勝 
株式会社日本教育ネットワークコン

ソシアム 事業開発部マネージャー 

コンソーシアム 

委員 
東京都 

 

調査分科会 

氏名 所属・職名 役割等 都道府県名 

金井 一賴 大阪商業大学 経営学科 教授 委員長 大阪府 

吉野 忠男 大阪経済大学 経営学部経営学科准教授 委員 大阪府 

加藤 敬太 小樽商科大学 商学科 准教授 委員 北海道 

今井  希 
北海道情報大学 経営情報学部 先

端経営学科 講師 
委員 北海道 

後藤 祐一 長崎大学 経済学部 准教授 委員 長崎県 

飯塚 正成 
一般社団法人全国専門学校情報教育

協会  専務理事 
委員 東京都 
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情報公開調査分科会 

氏名 所属・職名 役割等 都道府県名 

鳥居 高之 船橋情報ビジネス専門学校 校長 委員長 千葉県 

村田 耕一 早稲田文理専門学校 委員 東京都 

海野 晴博 日本電子専門学校 委員 東京都 

坪井 勇次 日本工学院専門学校ＩＴカレッジ長 委員 東京都 

丸山 一彦 新潟コンピュータ専門学校 副校長 委員 新潟県 

飯塚 久仁子 
一般社団法人全国専門学校情報教育

協会 
委員 東京都 

 

評価分科会 

氏名 所属・職名 役割等 都道府県名 

平田 眞一 学校法人第一平田学園 理事長 委員長 岡山県 

佐々木 卓美 日本電子専門学校 委員 東京都 

坪井 勇次  日本工学院専門学校 ITカレッジ長 委員 東京都 

有賀 浩  専門学校静岡電子情報カレッジ 委員 静岡県 

若松 伸佳 国際理容美容専門学校 法人本部長 委員 東京都 

乘浜 誠二 
株式会社ベストソリューション 代

表取締役社長 
委員 東京都 

飯塚 正成  
一般社団法人全国専門学校情報教育

協会 専務理事 
委員 東京都 

 

 開発分科会 

氏名 所属・職名 役割等 都道府県名 

岡山 保美  株式会社ＫＥＩアドバンス 取締役 委員長 大阪府 

山中 明実   委員 群馬県 

満岡 秀一 

株式会社リーディングエッジ社  Ｉ

Ｔサービス事業部 教育サービスマ

ネージャ 

委員 東京都 

渡辺 登 
株式会社アフレル エデュケーショ

ン・プランナー／事業企画室 室長 
委員 東京都 

菊嶋 正和 株式会社サンライズ・クリエイティブ 委員 東京都 

吉岡 正勝 
株式会社日本教育ネットワークコン

ソシアム 事業開発部マネージャー 
委員 東京都 
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○事業の実施体制図（イメージ） 

ＩＴ分野コンソーシアム体制図 
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７．経緯 

（１）実施委員会 

・第１回 ９月３０日 

①事業概要説明、②事業計画の確認と予算について、③昨年度までの成果の確認、④本

年度 調査概要説明、⑤本年度 開発概要説明、⑥役割分担、協力者等について、⑦今

後のスケジュール 

・第２回 １２月２日 

①進捗状況の確認、②諸外国の IT分野職業能力制度について、③諸外国の教育機関の情

報公開及びガイドラインについて、④学習ユニット積上げ式のモデル・カリキュラム基

準の枠組みの開発・整備について、⑤各職域プロジェクトの状況確認と連絡協議会日程

調整、⑥今後のスケジュール 

・第３回 ２月６日 

①事業成果の確認と評価、②成果発表内容の確認、③成果の普及と活用と企業連携体制

強化について、④事業実績報告内容の確認、⑤次年度の取組概要の協議・検討、⑥成果

報告会について 

（２）調査分科会 

・第１回 ８月２１日 

①本年度 調査について、②役割分担について、③シンガポールの視察概要について、

④今後のスケジュール 

・第２回 ９月３０日（第１回実施委員会と合同） 

①事業概要説明、②事業計画の確認と予算について、③昨年度までの成果の確認、④本

年度 調査概要説明、⑤本年度 開発概要説明、⑥役割分担、協力者等について、⑦進

捗状況、担当役割の報告と確認、⑧今後のスケジュール 

・第３回 １０月２０日 

①進捗状況の確認、②シンガポール視察準備状況確認、③今後のスケジュール 

・第４回 １２月１４日 

①進捗状況の確認、②シンガポール視察報告、③調査内容の要約と分析、④コンソーシ

アムへの報告内容検討、⑤成果報告会について、⑥今後のスケジュール 

・第５回 ２月２日 

①進捗状況・報告内容の確認、②IT コンソーシアム報告内容について、③成果報告会に

ついて、④本年度課題の取りまとめ 

・第６回 ２月６日（第３回実施委員会と合同） 

①事業成果の確認と評価、②成果発表内容の確認、③成果の普及と活用と企業連携体制

強化について、④事業実績報告内容の確認、⑤次年度の取組概要の協議・検討、⑥成果
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報告会について 

（３）情報公開調査分科会 

・第１回 ９月１７日 

①本年度事業概要、②役割分担について、③情報公開の調査概要について、④今後のス

ケジュール 

・第２回 ９月３０日（第１回実施委員会と合同） 

①事業概要説明、②事業計画の確認と予算について、③昨年度までの成果の確認、④本

年度 調査概要説明、⑤本年度 開発概要説明、⑥役割分担、協力者等について、⑦今

後のスケジュール 

・第３回 １２月２日（第２回実施委員会と合同） 

①進捗状況の確認、②諸外国の IT分野職業能力制度について、③諸外国の教育機関の情

報公開及びガイドラインについて、④学習ユニット積上げ式のモデル・カリキュラム基

準の枠組みの開発・整備について、⑤各職域プロジェクトの状況確認と連絡協議会日程

調整、⑥今後のスケジュール 

・第４回 １２月９日 

①進捗状況の確認、②諸外国教育機関の情報公開調査の状況と内容分析、③成果報告会

について、④今後のスケジュール 

・第５回 ２月６日（第３回実施委員会と合同） 

①事業成果の確認と評価、②成果発表内容の確認、③成果の普及と活用と企業連携体制

強化について、④事業実績報告内容の確認、⑤次年度の取組概要の協議・検討、⑥成果

報告会について 

・第６回 ２月２６日 

①本年度課題の取りまとめ、②情報公開ガイドラインの最終確認（成果報告会の意見の

反映）について、③事業成果取りまとめ 

（４）開発分科会 

・第１回 ９月３０日（第１回実施委員会と合同） 

①事業概要説明、②事業計画の確認と予算について、③昨年度までの成果の確認、④本

年度 調査概要説明、⑤本年度 開発概要説明、⑥役割分担、協力者等について、⑦今

後のスケジュール 

・第２回 １１月２９日 

①進捗状況の確認、②学習ユニット積上げ式モデル・カリキュラム基準について、③達

成度評価指標について、④アウトプットのイメージについて、⑤IT コンソーシアム報告

事項まとめ、⑥今後のスケジュール 

・第３回 ２月６日（第３回実施委員会と合同） 

①事業成果の確認と評価、②成果発表内容の確認、③成果の普及と活用と企業連携体制
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強化について、④事業実績報告内容の確認、⑤次年度の取組概要の協議・検討、⑥成果

報告会について 

（５）評価分科会 

・第１回 ９月１７日 

①事業概要説明、②役割分担について、③具体的な内容の検討協議、④第３者評価スキ

ームの検討、⑤職域プロジェクトの評価について、⑤今後のスケジュール 

・第２回 ９月３０日（第１回実施委員会と合同） 

①事業概要説明、②事業計画の確認と予算について、③昨年度までの成果の確認、④本

年度 調査概要説明、⑤本年度 開発概要説明、⑥役割分担、協力者等について、⑦今

後のスケジュール 

・第３回 １月２１日 

①進捗状況の確認、②第３者評価スキームについて、③専門学校教員の評価について、

④職域プロジェクトの進捗状況、評価について、⑤今後のスケジュール 

・第４回 ２月６日（第３回実施委員会と合同） 

①事業成果の確認と評価、②成果発表内容の確認、③成果の普及と活用と企業連携体制

強化について、④事業実績報告内容の確認、⑤次年度の取組概要の協議・検討、⑥成果

報告会について 

・第５回 ２月２６日 

①職域プロジェクトの評価について、②成果の普及と活用と企業連携体制強化について、

③次年度の取組概要の協議・検討 

（６）職域プロジェクト連絡協議会 

・第１回 ９月３０日（第１回実施委員会と合同） 

①本年度実施事項、②取組課題について、③共通事項に対する課題について、④コンソ

ーシアムへの要望について、⑤今後のスケジュール 

・第２回 １月３０日 

①本年度事業の進捗状況、②取組課題について、③共通事項に対する課題について、④

コンソーシアムへの要望について、⑤成果報告会について 

 

  



 

 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  調査 
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１．ＩＴ技術者の職業教育の評価指標および職業能力評価制度調査 

 

本プロジェクトでは，シンガポールにおける情報通信関連の職業能力制度について、視察

を含む調査を行った。 

日程：平成２５年１２月１日～１２月５日 

視察先：  

 

 

 

 

実施者：吉野 忠男、後藤 祐一 

 

 

はじめに 

 本章の目的は，情報通信産業において世界的に高い評価を受けているシンガポール共和国

（以下，「シンガポール」と標記する）における情報通信産業ならびに IT 技術者の育成に関

するさまざまな取り組みについて記述し，日本における IT技術者の育成について，今後，い

かなる教育体制や教育方法，資格設計などを行うかを検討するための資料を提供することで

ある。 

 本章の構成は，以下のとおりである。 

 第 1 節では，シンガポールの情報通信産業の特徴について説明をする。具体的には，シン

ガポールの情報通信産業の売上高ならびに従事者の傾向について説明する。次に，シンガポ

ールの情報通信政策ならびに情報通信関連の組織について説明する。最後に，さまざまな調

査におけるシンガポールの評価を概観する。 

 第 2 節では，シンガポールの教育体制について説明する。シンガポールの教育体制は，日

本と異なることから，シンガポールの教育機関と日本の教育機関との対応関係について検討

する。 

 第 3節では，NICF（National Infocomm Competency Framework）について説明をする。NICF

は，WDAと情報通信開発庁と情報通信産業の専門家との協働によって策定されたものである。

NICF には，情報技術者のキャリアや職種などが示されているもので，NICFの内容について説

明する。あわせて，NICF を推進する助成制度などについて説明する。 

 第 4節では，シンガポールの IT技術者の資格について説明する。具体的には，資格取得ま

での流れと資格を取得する際に要件として挙げられている事柄について説明する。 

 最後に，シンガポールにおける情報通信産業のさまざまな取り組み，特徴を整理・検討し，
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日本における IT技術者育成のための教育制度や資格制度について，有用と考えられる点につ

いて述べる。 

 

1. シンガポールにおける情報通信産業 

1−1 概況 

 はじめにシンガポールの情報通信産業の概況について情報通信開発庁（iDA：Infocomm 

Development Authority of Singapore）の調査（Annual Survey on Infocomm Industry1な 

らびに Annual Survey on Infocomm Manpower）にもとづき説明をする。 

 図表 1 は，2006 年から 2012 年までのシンガポールの情報通信産業の売上高の推移ならび

に売上に占める海外比率を示したものである。図表 1 に示されるようにシンガポールの情報

通信産業の売上は年々増加しており，2006年の売上高は 454.3億シンガポールドルであった

のに対し，2012年の売上高は 2倍以上の 1,020億シンガポールドルに増加している。 

 また，情報通信産業の売上に占める国内・海外比率をみると，2012 年には海外の売上に占

める割合が約 76%を占めており，徐々にではあるが，シンガポールの情報通信産業の売上に

占める海外比率が高まっていることがわかる。 

 

図表 1 シンガポールの情報通信産業の売上高と国外比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：Annual Survey on Infocomm Industy2010，2012 にもとづき作成。 

 

 次に，シンガポールの情報通信産業に従事している労働者の特徴について説明をする。図

表 2 は，2001 年から 2012 年までのシンガポールの情報通信産業の従事者数の推移ならびに

                                                   
1 Annual Survey on Infocomm Industry において，情報通信産業として区分されているものは，

ハードウェア，ソフトウェア，ITサービス，通信サービス，コンテンツサービスの 5つである。 
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欠員数の推移2を示したものである。図表 2 に示されるように，シンガポールの情報通信産業

における従事者数は年々増加しており，2001 年の従業員数は 102,100 人であったが，2012 年

は 144,300人となっており約 40%増加している。特に，2006年に制定された IT 政策のマスタ

ープランである「iN2015」以後，大幅に増加している。2008年の世界的な金融危機以降の伸

びは，それ以前と比べると鈍化しているが，増加傾向にあることがわかる。 

 

図表 2 情報通信産業の従事者数ならびに欠員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：Infocomm Manpower Data File ならびに Annual Survey on Infocomm Manpower2003, 2005, 

2010, 2012 にもとづき作成。 

 

 また，情報通信産業の求人数（雇用者数と欠員数の合計）をみると，2002 年の求人数は

106,900 人であったのに対し，2012 年は 157,000 人となっており，情報通信産業の求人数は

年々増加している。一方，情報通信産業の求人数は年々増加しているものの，情報通信産業

における欠員数が，年度毎にばらつきはあるが 2002 年は 3,000 人であったが，2012 年は

12,700人と拡大しており，求人数の増加割合よりも欠員数の増加割合の方が高い。すなわち，

シンガポールの情報通信産業における人材の需要に対して，供給面で不足している状況にあ

ることがわかる。 

 また，シンガポールにおける全雇用者数に占める情報通信産業の従事者の割合は，2007 年

                                                   
2 欠員数の推移については，2002 年以降のみを示してある。 
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で 4.8%，2012 年で 4.3%を占めており，そのうち，情報通信企業とエンド・ユーザー企業で

おおよそ 50%ずつ占めている3。年によって変動はあるが，徐々にエンド・ユーザー企業にお

ける従事者の割合が増加している。 

 最後に，情報通信産業の従業員の受けている教育・訓練について説明する。図表 3 は，シ

ンガポールの情報通信産業の従事者の学位を示したものである。シンガポールの教育体制に

ついては後述するが，2012 年のシンガポール国内の大学，日本の高等専門学校に該当すると

考えられる教育機関であるポリテクニック，日本の専門学校に該当すると考えられる教育機

関である技能教育研修所の進学率を踏まえると，情報通信産業の従事者は，相対的に高い教

育を受けていると考えられる4。 

 

図表 3 情報通信産業従事者の取得学位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：Annual Survey on Infocomm Manpower 2012, p.14より作成。 

 

1−2 シンガポールの情報関連機関と ICT 政策 

 次にシンガポールにおける情報関連機関と ICT政策について説明する。 

 シンガポールの情報通信に関連する分野における監督機関は，通信分野はシンガポール情

報通信省と情報通信開発庁である。情報通信省の主たる役割は管理であり，ICT 政策につい

ては情報通信開発庁が中心的な役割を担っている。なお，情報通信開発庁は，1999年 12月 1

                                                   
3 2007 年における情報通信産業の労働者の 56%が情報通信関連の企業で従事しており，2012 年

は 48%が情報通信関連の企業に従事している。 
4 国際情報化協力センター（2010）においても「他産業の就労者に比べて極めて高い高学歴率」

と述べられている。 
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日に NCB（National Computer Board）と TAS（Telecommunication Authority of Singapore）

の合併により設立された政府機関である。情報通信開発庁は，情報通信のハブとしてシンガ

ポールを成長させること，ならびに，情報通信の活用を通じてシンガポールの経済と社会を

発展させることを目的とした機関である。 

 産業界では，業界団体であるシンガポール IT連盟（SiTF：Singapore Infocomm Technology 

Federation）とシンガポール・コンピュータ協会（SCS：Singapore Computer Society）の 2

つの組織がある。 

 シンガポール・コンピュータ協会は，シンガポール最大の IT 専門家の集団であり，2013

年現在，28,000 人のメンバーが所属している。シンガポール・コンピュータ協会は，所属し

ているメンバーの能力の向上を目的としたセミナーやフォーラムの開催，メンバー同士の交

流を深めるようなイベントの開催などの取り組みを行っている。くわえて，シンガポール・

コンピュータ協会では，IT 技術者の資格試験を実施している。 

 次にシンガポールの ICT 政策について説明する。シンガポールは，世界的にみても早期か

ら国として ICT に注力してきた。国際情報化協力センター（2010）によれば，シンガポール

の ICTに関する政策は，1980年の国家コンピュータ化計画に始まっている。シンガポールは，

国として ICT のマスタープランを継続的に策定しており，1986 年から 1991 年までの国家 IT

計画，1992 年から 1999年までの IT2000，2000年から 2005 年までの Infocomm21，2003年か

ら 2005年までの Connected Singapore，2006年から 2015年までの Intelligent Nation 2015

（iN2015）が策定されている。 

 現在，シンガポールでは 2006年 5 月に発表された「iN2015」にもとづきさまざまな ICT 政

策が実施されている。iN2015 は，2006 年から 2015 年までの 10 年間にわたる ICTマスタープ

ランであり，シンガポールの情報通信部門の成長と ICT の活用を通じた経済部門の競争力の

向上ならびに，よりつながる（well-connected）社会を構築するためのものである。iN2015

では，以下の戦略ならびに目標が設定されている5。 

 iN2015の具体的な戦略としては，次の 4 つが掲げられている。 

 第１に，超高速かつ広範囲にわたって信頼性の高い情報通信インフラストラクチャーを構

築すること。 

 第 2に，情報通信産業を世界的に競争力のある産業に育成すること。 

 第 3 に，国際的に競争力のある情報通信産業において，国際的な競争力のある人材を育成

すること。 

 第 4 に，洗練され，かつ，革新的な情報通信を通じて，重要な経済部門，政府，社会の変

                                                   
5 iN2015 については，”Realising the iN2015 Vision” 

（http://www.ida.gov.sg/~/media/Files/Infocomm%20Landscape/iN2015/Reports/realisingthev

isionin2015.pdf）にもとづいている。なお，具体的な戦略や目標については，”Realising the 

iN2015 Vision”より訳出。 
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革を率先すること。 

 また，iN2015の目標としては，次の 6つが掲げられている。 

 第 1に，経済や社会において情報通信の利用で世界 1位になること。 

 第 2に，情報通信産業の付加価値を 2倍の 260億シンガポールドルにすること。 

 第 3に，情報通信産業の輸出による収入を 3倍の 600 億シンガポールドルにすること。 

 第 4に，新たに 80,000 の雇用を創出すること。 

 第 5に，国内の家庭において 90%がブロードバンドの利用をすること。 

 第 6に，就学児童のいる家庭におけるコンピュータの所持率を 100%にすること。 

 

 以上のように，シンガポールでは，急速に発展している情報通信産業において，世界的に

競争力のある産業にすること，そのための人材育成など，iN2015 にもとづきさまざまな施策

を実施しており，国を発展させるうえで情報通信産業の発展ならびに情報通信技術の活用を

明確に示している。 

 

1−3 シンガポールの国際的な評価 

 次にシンガポールの情報通信に関する国際的な評価について説明する。図表 4 は，さまざ

まな調査におけるシンガポールの情報通信産業の評価がまとめられたものである。図表 4 に

示されるように，シンガポールの情報通信産業は，世界的に高い評価を受けていることがわ

かる。 

 

図表 4 シンガポールの情報通信に関する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：Realising the iN2015 Vision, p.4 より。 
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 また，世界経済フォーラムによって発表されている"Global Information Technology 

Report"の 2013年版によると，シンガポールの NRI6（Networked Readiness Index）の評価は

世界第 2 位であり，アジアの中では最も高い評価を受けている。図表 5 は，NRI の世界第 10

位までを示したものである。なお，NRIにおける日本の評価は，世界第 21位である。 

 

図表 5 NRI2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：Global Technology Report2013, p.xxiを一部改編。 

 

 NRI は，「国の経済が競争力や幸福（well-being）の向上において，ICT を活用するための

準備が整っているのかを測定」7したものである。図表 6 に示されるように NRI は，①環境，

②準備状況，③利用，④インパクトの 4 つの区分から構成されており，これら指標はさらに

複数の指標から構成されている。各指標の概要は，次のように示されている。 

 ①の環境とは，「当該国の指標や規制の枠組みが ICT に対する高い理解ならびに，企業家精

神やイノベーションの創出を支援するものであるか」に関するものであり，②の準備状況と

は，「当該社会において ICT のインフラならびにデジタル・コンテンツを手頃な価格で利用す

るための状況が整っているのか」を示したものである。③の利用とは，「個人，企業，政府が

IT 利用の能力を高めるための努力を行っているのか，日々の活動において他の主体と利用し

ているのか」を示したものであり，④のインパクトとは，「社会や経済に対して ICT の与える

影響」に関するものである（World Economic Forum, 2013, p.7）。 

 本調査の目的は，IT技術者の育成に資するための指標を提供することにあるため，とりわ

                                                   
6 NRI に関連する記述については，世界経済フォーラム（2013）の”Global Information 

Technology Report 2013”にもとづいている。 
7 World Economic Forum ホームページ

（http://www.weforum.org/issues/global-information-technology）より訳出。 
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け準備状況について詳細に説明する。 

 

図表 6 NRI の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：Global Technology Report2013, p.6 より作成。 

 

 上述のように準備状況に関する指標は，図表 6 に示されるように①インフラストラクチャ

ーとデジタル・コンテンツ，②入手可能性，③技能，の 3 つの指標から構成されている。こ

れら指標はさらに細かな指標から構成されており，このうち技能の指標において，教育に関

する指標が含まれているためである。 

 ①のインフラストラクチャーとデジタル・コンテンツとは，ICT のインフラストラクチャ

ーの発達と，デジタル・コンテンツへのアクセスのしやすさに関するものであり，②の入手

可能性とは，ICT へのアクセスにかかるコストに関するものである。③の技能とは，既存の

スキル教育の結果として，社会が ICTを有効利用する能力を示したものである8。 

 シンガポールは，準備状況の指標において世界第 2 位の評価を受けている。なかでも，イ

ンフラストラクチャーとデジタル・コンテンツに関する評価は第 1 位，技能に関する評価は

第 3 位と高い評価を受けている。ここでは，技能に関する指標についてより詳細に検討して

いく。 

 技能の指標は，①教育システムの質，②数学・科学教育の質，③中等教育後の就職，④成

人のリテラシー，の 4 つの指標から構成されている。図表 7 は，シンガポールと日本の技能

指標に関する評価を示したものである。図表 7 に示されるように，技能に関する指標におい

てシンガポールは第 2位，日本は第 13位となっており，成人リテラシーを除いて，技能の指

                                                   
8 World Economic Forum(2013), p.7。 
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標を構成するその他の指標においてもシンガポールは日本より高い評価を受けていることが

わかる。 

 このように，シンガポールの IT に関しては世界的に高い評価を受けているとともに，ICT

を社会として活用する基盤が構築されていると考えられる。世界的に高い評価を受けている

シンガポールについて理解することは，日本における IT技術者の育成においてきわめて重要

なことであると考えられる。 

 

図表 7 技能指標に関するシンガポールと日本の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：Global Technology Report2013，p.205, p.258 より作成。 

 

2. シンガポールの教育体制 

 本節では，シンガポールの教育について説明する。シンガポールは，人的資源を国の重要

な資源として捉えており，教育予算が国家予算の 2 割強を占めている。シンガポールでは，

小学校の段階から卒業試験が実施されている。また，言語教育を重視しており，英語と母語

（中国語やマレー語など）の二言語教育が実施されている。 

 シンガポールでは，小学校の卒業試験の結果により，その後に進路が異なっている。図表

8 は，シンガポールの教育体系を示したものであるが，図表 8 に示されるように，大学に入

学するうえでも，さまざまな経路が用意されていることがわかる。 

 すなわち，画一的な教育制度ではなく，個々人の学習レベルに応じた教育を受けることが

可能な体制が設けられていると考えられる。 

 なお，シンガポール教育省（2013）の調査によれば，2012 年における中学校の進学率は 98.2%，

ジュニア・カレッジ（高等学校普通科）の進学率は 27.6%，ポリテクニック進学率は 45.8%，

技能教育研修所の進学率は 21.1%，国内大学の進学率は 27.7%となっている。なお，ポリテク

ニックとは，日本でいう高等専門学校に該当する教育機関であると考えられ，現在，Nanyang 

Polytechnic，Ngee Ann Polytechnic，Republic Polytechnic，Singapore Polytechnic，Temasek 

Polytechnic の 5 校がある。また，シンガポールの技能教育研修所は，日本の専門学校に該
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当する教育機関であると考えられる。 

 シンガポール国内の大学は現在，シンガポール国立大学，ナンヤン理工大学，シンガポー

ル・マネジメント大学，シンガポール工科デザイン大学の 4 校のみであるが，今後，国内大

学を 6校にするとともに，国内大学への進学率を高める予定である。 

 IT技術者の育成は，大学，ポリテクニック，技能教育研修所などの教育機関において行わ

れていると考えられ，主たる教育内容は基礎的な技術の習得と考えられる。 

 

図表 8 シンガポールの教育体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：在シンガポール日本国大使館提供資料にもとづき作成。 

 

3. NICF（National Infocomm Competency Framework） 

3−1 NICF の概要 

 シンガポールでは，WDA（Singapore Workforce Development Agency）によって WSQ（Workforce 

Skills Qualification）と呼ばれる，企業が個々人の有する能力の訓練，開発，評価，認識

するための認定システムが提供されている。WSQは，WDAとさまざまな産業との協働によって

構築されたものであり，立ち上げ当初の 2005 年には 3つのフレームワークが提供され，現在

は 33種類のフレームワークが提供されている。 

 WSQ は，シンガポールの国家的な認定システム（credentialing system）であり，①基礎

的な能力，②産業能力，③職業能力，の 3つから構成されている。 

 ①の基礎的な能力とは，さまざまな産業や職業において必要とされるノウハウや姿勢



 

 

 43 

（attitude）であり，②の産業能力とは，特定の産業において必要とされる能力である。③

の職業能力とは，産業の特定の職務において必要とされる能力である。 

 WSQには，WSQ certificate，WSQ Higher Certificate，WSQ Advanced Certificate，WSQ Diploma，

WSQ Specialist Diploma，WSQ Graduate Diploma/Graduate Certificate の 6 つのレベルが

存在している。 

 WSQ に関しては，個人が自らのペースで研修を受講し，各モジュールを修了することで達

成証明を受ける。そして，必要な数の達成証明書を得ることで WSQ の認定証を得ることがで

きる。 

 現在，シンガポールでは 33種類の WSQフレームワークが提供されており，情報通信産業に

関連するフレームワークとして NICF（National Infocomm Competency Framework）が提供さ

れている。NICFは，情報通信産業において必要とされるスキル，スキルの開発，キャリア・

ステップなどについて示したものであり，WDA と情報通信開発庁が中心となり，情報通信産

業の専門家との協働によって 2007年に制定されたものである。 

 NICFの制定に関しては，4 つのフェーズに区分することができ，第 1フェーズの 2006年か

ら制定に関する議論が開始され，2006 年時点では 30 の職務における 228 の能力基準が示さ

れ，第 2フェーズの 2009 年には 166 の職務における 237の能力基準が示された。第 3フェー

ズの 2011年には，65の職務における 70の能力基準が示されたとともに，第 1フェーズにお

いて示された職務と能力基準において，時代遅れのものについては削除されている。また，

第 4フェーズの 2014年には，製品マネジメントなどの新たな分野に関する職務と能力基準を

示すことが予定されている。現在，NICF では情報通信産業における 314 の職務上の役割と，

その職務において求められる 587の能力基準が制定されている。 

 2007年に制定後，NICF はおおよそ 2年毎に見直しがなされており，短期間で職務や能力基

準の改定を実施し，古くなった能力基準や職務を削除している。すなわち，変化の早い情報

通信産業のニーズに適合するような形で改訂が行われている。 

 NICF Portal では①雇用者，②個人，③訓練機関（教育機関）のそれぞれに対し，NICF に

関する以下のメリットがあげられている9。 

 ①の雇用者に対するメリットとしては，第 1 に人員計画や従業員のトレーニング，プロフ

ェッショナル育成のプログラムに関する指針を提供していること，第 2 に国内および国際的

な基準と照らし合わせて，自社の人的資源について評価するための指針を提供していること

である。 

 ②の個人に対するメリットとしては，第 1 に情報通信産業においてプロフェッショナルと

して職務に従事するにあたり，自らの有するスキルや能力が国内および国際的な基準と照ら

し合わせて評価することが可能なこと，第 2 に情報通信産業のプロフェッショナルとして自

                                                   
9 NICF Portal ホームページ（https://www.nicf.sg/home.aspx）。 
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らのキャリアを開発するにあたり，求められているスキルや能力のステップ（pathway）を明

確に示すことで，それらを支援していることである。 

 最後に，訓練機関に対するメリットとして，第 1 に訓練プログラムや認定プログラムを設

計するための指針を提供していること，第 2 に訓練や評価において，適切な保証を提供して

いることである。 

 以上のように，NICFは情報通信産業において必要とされるスキルや能力について，国とし

て明示し，時代に適合するよう常に改訂が行われている。また，その際に，国内の基準に留

まらず国際的な基準を意識しており，個人，雇用者，教育機関が一体となって取り組むため

の指針を提供しているといえる。このような取り組みが，シンガポールの情報通信産業の競

争力の向上や国際的な高い評価に寄与している理由の 1つであると考えられる。 

 

3−2 NICF の内容 

 次に，NICF の内容について説明する。図表 9 は，NICF の一部を示したものである10。図表

9に示されるように，NICF は情報通信産業の技術領域（サブセクター・機能グループ・職種）

に関する部分と，キャリアに関する部分の 2つから構成されている。 

 

図表 9 NICF の概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：”Developing Footprints in NICF”より作成。 

 

 NICFでは，情報通信産業を大きく 6つの技術領域（サブセクター）に区分している。具体

的には，①ソフトウェアとアプリケーション，②通信とネットワーク，③IT サービス，④横

断的（horizontal），⑤新技術，⑥ビジネス・ドメインの 6 つである。これら 6 つの領域は

さらに複数の機能グループに区分される。たとえば，図表 9 に示されるようにサブセクター

                                                   
10 NICF の全体については，NICF Portal において入手することができる。 
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の 1つである「新技術」は，さらに「グリーン ICT」と「クラウド・コンピューティング」，

「サービス・イノベーション・デザイン」の 3つの機能グループに区分される11。 

 また，キャリア・ステップに関する部分では，仕事上の役割や経験の観点から，①新加入

者（大学やポリテクニックを卒業した人は，ここに該当する），②スペシャリスト（技術／

マネジメント），③エキスパート／マネジメント，④シニア・マネジメント，の 4 段階に区

分され，特定の職種における職務上の役割が示されている。 

 たとえば，図表 10は「横断分野」（サブセクター）の一部を示したものであるが，横断分

野は，複数の機能グループに区分され，機能グループはさらに複数の職種に区分される。プ

ロジェクト・マネジメント（機能グループ）には，プロジェクト・マネジメント（職種）の

1 つのみが存在し，プロジェクト・マネジメント（職種）は，キャリアに応じて 3 段階の職

務がある。具体的には，プロジェクト・チーム・リード（スペシャリスト），プロジェクト・

マネジャー（エキスパート／マネジメント），プロジェクト・ディレクター（シニア・マネ

ジメント）である12。 

 このように，NICFでは職種毎に，キャリアの段階にあわせた形でいかなる職務があるのか

が明示されている。 

 また，前述のように NICF では，314の職務と 587 の能力基準が設定されており，個々の職

務においていかなる能力が要求されているのかについて NICF Portal で検索することが可能

である。NICF Portal において，職務について検索すると，(1) 職務記述書，(2) 可能性の

あるキャリア・パス，(3) 職務上の能力，(4) 関連するコースの 4 つが示される。(1) の職

務記述書には，①機能グループ，②職種，③職務レベル，④他の表現，⑤目的，⑥責務，⑦

要件が示さ，(3)の職務上の能力と(4)の関連するコースについては，詳細に記載されたもの

が示される。 

 これらを通じて，情報通信産業に従事する個々人が，自らのキャリアについて垂直的・水

平的に検討することが可能な仕組みが提供されている13。 

                                                   
11 6 つの技術領域の含まれる機能グループは，次の通りである（一部）。①ソフトウェアとアプ

リケーション（ソフトウェア・デザインと開発），②通信とネットワーク（電気通信網のオペレ

ーション，次世代ネットワークの計画・オペレーション・配備など），③IT サービス（データセ

ンター・マネジメント，データベース・マネジメント，IT アウトソーシング・マネジメントな

ど），④横断的（情報セキュリティ，ポートフォリオ・マネジメント，プロジェクト・マネジメ

ントなど），⑤新技術（クラウド・コンピューティングなど），⑥ビジネス・ドメイン（金融サ

ービス，ヘルスケアなど）。 
12 なお，NICF Portal では，プロジェクト・ディレクターの要件の 1 つとして IT プロジェクト

に関する最低 7 年から 10 年の経験，そのうち 4 年以上の IT プロジェクト・マネジメントの経験

があげられており，プロジェクト・チーム・リード（スペシャリスト）では，IT プロジェクトに

関する 5 年以上の経験があげられている。すなわち，職務要件の 1 つとして経験年数が重要視さ

れている。 
13 NICF Portal では職務毎に求められている役割などが検索できるだけでなく，職務の役割，求

められている能力から職務の役割，職務の役割の比較などが可能になっている。さまざまな検索

方法を提供することによって，情報通信産業の従事者が自らのキャリアについて，垂直方向にお
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図表 10 横断分野の NICF（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：”Developing Footprints in NICF”を改編。 

 

 くわえて，NICF には，それら職務を行う上で必要となる知識やスキルについて学ぶための

コースを提供している組織が示されている。具体的には，Ngee Ann Polytechnic, Singapore 

Polytechnic，Strategic Technology Management Institute14，Institute of System Science, 

Lithan Hall Academyのいずれかでコースが提供されている。 

 以上のように，NICFは職種のカテゴリーを明示するとともに，そのカテゴリーにおける職

務上の役割やキャリア・ステップが明示されており，個々人が自らのキャリア・ステップに

ついて検討するための情報が提供されている。 

 

3−3 NICF のスキーム15 

 シンガポールでは NICF を導入することに対して，企業に対しての支援と個人に対しての支

援を行っている。 

(1) NICF STAR 

 NICF STAR プログラムは，企業が情報通信の専門性や能力を向上させることを支援するも

                                                                                                                                                               

けるキャリア開発だけでなく，職種の変更などの水平的な開発についても検討することができる

ようになっている。 
14 Strategic Technology Management Institute は，特にエグゼティブ教育に焦点をあてた教育

プログラムを提供している。 
15 本節の記述は，WDA とのミーティング資料ならびに NICF-STAR, ICT-STEP，

NICF-IGNITE のリーフレットなどにもとづいている。 
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ので，労働者のスキルや才能を認識するためのものである。 

 NICF-STAR プログラムでは，次の 5 分野のうち 2 つの分野を満たすことで助成を行う。具

体的には，①ジョブ・プロフィールの開発，②新たな情報通信のスタッフを採用する，③情

報通信スタッフのパフォーマンスの評価，④情報通信スタッフのトレーニングの必要性の分

析，⑤企業内訓練のカリキュラムの作成である。 

 企業は，次の 4点を満たすことで最大で 20,000 シンガポールドルの助成金を受け取ること

ができる。具体的には，①人事システムに NICF を採用すること，②スタッフを NICF のトレ

ーニングに送ること，③スタッフを WSQのトレーニングに送ること，④採用方針に NICF を取

り入れること，である。 

 くわえて，企業はスタッフを NICF の公認トレーニング・プログラムに通わせている場合に，

トレーニング・プログラムの料金と訓練期間中の欠勤分の給与の支援を受けることができる。 

 

(2) トレーニングの支援 

 WDA と情報通信開発庁は，新たな能力の獲得もしくは自らの能力の向上を望む情報通信産

業の従事者のために， Institute System Science， Strategic Technology Management 

Institute，Lithan Hall Academy，Progreso Networks の 4 つの CET16パートナーと協力し，

①ソフトウェアとアプリケーション，②テレコミュニケーションとネットワーク，③ITサー

ビス，④プロジェクト・マネジメント，⑤CIOs・CTOs や IT マネジャー，⑤情報セキュリテ

ィ，⑥ビジネス分析の 6つの分野において 80 以上の NICFに関するコースを提供している。 

 

(3) 奨学金制度（ICT-STEP Scholarships） 

 ICT-STEP Scholarship は，シンガポール国民のみを対象とした奨学金制度であり，WDA と

シンガポール IT連盟によって提供されている。 

 この奨学金の目的は，企業が将来的にリーダーのポジションに就くと考えられる人の準備

や開発のために役立つように設計されている。具体的には，ICT-STEP Scholarshipでは，シ

ンガポール国立大学とシンガポール・マネジメント大学の 2 つの大学で提供されているプロ

グラムに対する支援を実施している17。 

(4) NICF INGNITE 

 NICF-IGNITE プログラムは，企業が新たに採用した情報通信スタッフのスキル向上を支援

                                                   
16 CET とは Continuing Education and Training の略であり，シンガポールの労働省（Ministry 

of Manpower）によって制定されたマスタープランである。これは，将来的なシンガポールの労

働力ならびにシンガポールの競争優位を維持するために，継続して学習することを目的としたも

のである。 
17 シンガポール国立大学における対象コースは，コンピュータ（修士），ビジネス分析（修士）

の 2 つであり，シンガポール・マネジメント大学における対象コースは，分析（Master of IT in 

Business(Analytics)），金融サービス（Master of IT in Business(Financial Services)）である。 
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するためのものである。このプログラムの対象は，情報通信産業以外から情報通信産業への

転職を検討している人や，情報通信産業の労働者で異なる情報通信の分野へ転向することを

検討している人である。NICF-IGNITE は，情報通信産業において働くことに対しての参入障

壁を低くすることを目的の 1つとして実施されているプログラムである。 

 このプログラムでは，雇用者側は NICFのコース料金に対する支援や新規採用者が訓練を受

けている期間中の手当を受け取ることができる。具体的には，訓練期間中の手当は，新規雇

用者の給料の 70%（月額 2,000 シンガポールドルが上限）を，NICF 公認のトレーニング・プ

ログラムの受講期間中，受け取ることができる。また，コース料金は，WDA によって決めら

れている NICFの CETパートナーのプログラムを受講している場合に受け取ることができる。 

 

(5) CQA（CET Qualification Award） 

 CQAは，個人向けの助成であり，NICF／WSQ 認定レベルの 1からレベル 3の技能を習得した

場合には，200シンガポールドルが給付され，NICF／WSQディプロマのレベル 4 からレベル 5

の認定を受けた場合には，1,000シンガポールドルが給付される。 

 以上のように，シンガポールでは，NICF を採用することを通じて企業側にも個人側にも何

らかの助成行われるような仕組みが構築されている。これにより，企業側としては自社の情

報通信の技術者の能力を育成するための負担が軽減される。また，個人としても新たなスキ

ルや能力を習得することに対する負担が軽減される仕組みが構築されている。 

 

4. シンガポールにおける IT 技術者の資格 

4−1 シンガポールにおける IT 技術者の資格 

 国際情報化協力センター（2010）によれば，シンガポールにおいて IT技術者の資格認定制

度が開始されたのは 1998 年の 11 月であり，当初は CITPM（Certification in IT Project 

Management）の 1 つであった。なお，CITPM の資格は，2001 年 8 月 24 日に，IPA（独立行政

法人情報処理推進機構）の資格であるプロジェクト・マネジャーの資格と相互認証の締結を

行っており，2010 年 11月 19日に改訂されている。 

 2013年現在，シンガポールにおける IT技術者の資格には，①CITPM（Certification in IT 

Project Management），②COMIT（Certification in Outsourcing Management for IT），③

CITBCM（Certification in IT Business Continuity Management），④CSQA（Certified Software 

Quality Analyst），⑤CMSQ（Certified Manager of Software Quality），⑥CSTP（Certified 

Software Testing Professional）がある。 

 ここでは，シンガポール・コンピュータ協会において認定されている CITPM，COMIT，CITBM

の 3つについて説明する。なお，CSQA，CMSQ，CSTP の 3つについては，他の組織との協働で

認定が行われている。 
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 ①の CITPM は，1998 年に開始された ITプロジェクト・マネジメントに関する資格であり，

現在 2,260 人が CITPM の資格を有している。②の COMIT は，2006 年に開始された IT アウト

ソーシングに関する資格であり，現在 704 人が COMIT の資格を有している。③の CITBCM は，

2010 年に開始された IT ビジネスの継続に関する資格であり，①IT の不慮の事故からの復旧

（IT disaster recovery），②データセンター・マネジメント，③ビジネス継続のマネジメン

ト（business continuity management）の 3 つの領域から構成されている。現在，138 人が

CITBMの資格を有している。 

 これらは，ICT 産業のスタンダードとなっているものであり，情報通信開発庁や WDA によ

って支援されている。また，CITREP（Critical Infocomm Technology Resource Programme）

の承認を受けている。CITREP とは，1996年に情報通信開発庁によって開始されたプログラム

であり，ICT 産業において求められている新たで，重要かつ専門的な情報スキルを有する人

材の開発を目的として開始されたものである。 

 なお，これら 3つの資格はシンガポール国内にとどまらず，世界 11の国や地域18の IT 技術

者が認定を受けている。 

 

4−2 資格取得までの流れ 

 ここでは，CITPM，COMIT，CITBCM の取得について説明する。これら 3 つは，図表 11 に示

されるように，それぞれ 3 つのレベルが存在する。たとえば，CITPMには，CITPM（Associate），

CITPM，CITPM（Senior）の 3つのレベルがある。 

 レベル 1 にあたるアソシエイトの資格の主たる対象者は，ICT 産業において新たに従事す

る人を対象にしたものであり，試験に合格した上で，シニアの資格を有する人物で構成され

る委員会で認められることで取得することができる。大学やポリテクニックを卒業した学生

が，最初に取得するレベルの資格であると考えられる。 

 後述するが，シンガポールの IT技術者の資格試験では，いずれの資格においてもシニアの

資格を有する人物で構成される委員会において認定される必要があり，プロジェクトを実際

にマネジメントできるのか，否かについて評価がなされる。 

 レベル 2 の資格ならびにレベル 3 にあたる Senior の資格は，より実務経験を積んだ IT 技

術者を対象とした資格であり，プロジェクトの経験に関するレポートと能力に関するレポー

トを提出する必要がある。 

 

 

 

 

                                                   
18 オーストラリア，日本，香港，シンガポール，マレーシア，フィリピン，タイ，中国，イン

ド，イギリス，アメリカの IT 技術者である。 
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図表 11 資格のレベルと取得の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：シンガポール・コンピュータ協会提供資料にもとづき作成。 

 

4−3 各資格の認定基準 

 次に，CITPM，COMIT，CITBCM のそれぞれについて，取得に関する基準と，求められている

能力について説明する。 

 まず，CITPM（Associate）の資格を取得するための基準として 2つがある。 

 第 1 の基準は，学位（ディプロマもしくはディグリー，以下「学位」と表記した場合は，

特に断りのない限り「ディプロマもしくはディグリー」のことをさす19）の認定を受けたうえ

で，1 年以上の IT プロジェクト・マネジメントの経験を有し，CITPM のコースを受講した上

で試験に合格した場合に認定を受けるというものである。 

 第 2の基準は，学位の認定を受けた上で，3年以上の ITプロジェクト・マネジメントの経

験を有し，1 つのプロジェクトについて 2,000 語以上のレポートを提出することで認定を受

けるというものである。 

 CITPM の資格を取得するためには，学位の認定を受けたうえで，最低でも 8 年以上情報通

信産業に従事しているなかで，4年以上の ITプロジェクト・マネジメントの経験を有してい

ることである。くわえて，1 つのプロジェクトについて 2,000 語以上のレポートを提出する

必要がある。 

 最上位の CITPM（Senior）の資格を取得するためには，学位の認定を受けたうえで，最低

でも 10 年以上の情報通信産業における実務経験と 7 年以上の IT プロジェクト・マネジメン

トに関する経験を有していることである。くわえて，1 つのプロジェクトについて 2,000 語

以上のレポートを提出する必要がある。 

                                                   
19 なお，学位のディグリーとディプロマの違いについては，大学卒業の学位がディグリーであ

り，ポリテクニック卒業の学位がディプロマと考えられる。 
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 なお，CITPM（Associate），CITPM，CITPM（Senior）の認定において提出するレポートの違

いは，プロジェクトの金額面での規模もしくはプロジェクトの人数である。CITPM（Associate）

は，50 万シンガポールドルもしくは 3 名以上，CITPM は 100 万シンガポールドルもしくは 5

名以上，CITPM（Senior）は 500 万シンガポールドルもしくは 20 名以上のプロジェクトであ

ることが要件となっている。 

 また，CITPM では，IT 技術者としての経験が必要とされているうえで，さまざまな技能に

ついて評価を行っている。具体的には，①統合マネジメント，②規模のマネジメント，③タ

イム・マネジメント，④調達のマネジメント，⑤品質マネジメント，⑥リスク・マネジメン

ト，⑦クライアントやカスタマー環境，⑧複雑なプロジェクトのマネジメント，⑨コスト・

マネジメント，⑩人的資源のマネジメント，⑪コミュニケーション・マネジメント，⑫対人

関係，の 12の技能について評価を行っている。これは IT 技術者としての技術だけではなく，

プロジェクトを実際に遂行するために必要とされるスキルを有していることが重要であると

考えているためである。 

 

(2) COMIT 

 次に COMIT の資格について説明をする。 

 COMIT（Associate）の資格認定の基準としては，2 つがある。第 1 の基準は，学位の認定

を受け，1 年以上のアウトソーシング・マネジメントの経験があり，3日間のコースに通い試

験に合格するというものである。第 2 の基準は，学位の認定を受け，3 年以上のアウトソー

シング・マネジメントの経験を有しており，2 つのプロジェクトについて 3,000 語以内のレ

ポートを提出する必要がある。 

 COMITの認定の基準としては，学位の認定を受けており，8年以上の情報通信産業で従事し

ており，そのうち 4 年以上のアウトソーシング・マネジメントの経験を有していることであ

る。くわえて，2つのプロジェクトについて 3,000 語以内のレポートを提出する必要がある。 

 最上位の COMIT（Senior）の認定の基準としては，学位の認定を受けており，10 年以上情

報通信産業における経験を有し，そのうち 7 年以上のアウトソーシング・マネジメントの経

験を有していることである。くわえて，2 つのプロジェクトについて 3,000 語以内のレポー

トを提出する必要がある。 

 なお，提出するレポートについては CITPM と同様にレベルに応じて違いがある。COMIT の

場合，提供するサービスの金額が年間 50万シンガポールドル以上で 2年以上であることが必

要である。COMIT（Senior）の場合，提供するサービスの金額が 300 万シンガポールドル以上

で 2年以上であることが必要である。 

 また，COMIT においても CITPM と同様に，さまざまな技能について評価が行われている。

具体的には，①アウトソーシングの計画と提案書の準備，②ベンダーの評価と選択，③提案

の構築と交渉，④サービス品質のマネジメント，⑤契約の移行と譲渡のマネジメント，⑥契
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約の開始，引継，変革のマネジメント，⑦関係性や不和のマネジメント，⑧コスト・マネジ

メント，⑨リスク・マネジメント，⑩人的資源のマネジメント，⑪コミュニケーション・マ

ネジメント，⑫対人関係，の 12の技能について評価を行っている。 

 

(3) CITBCM 

 CITBMの資格認定に際しては，①プログラム・マネジメント，②リスク評価，③ビジネス・

技術インパクトの分析，④復旧戦略，⑤計画とテスト，⑥機器コッミュニケーションのマネ

ジメント，⑦検査，再調査，保守，の 7つの能力に関するいずれかの経験が必要である。CITBCM

は，IT システムや IT のインフラストラクチャーにおける何らかの災害における復旧など，

ビジネスを安定して行うために必要とされるものであり，これら 7つの能力は，①ITの不慮

の事故からの復旧（IT disaster recovery），②データセンター・マネジメント，③ビジネス

継続のマネジメント（business continuity management）の 3つの領域から構成されている。 

 CITBCM（Associate）の資格認定の基準は，学位の認定を受けており，1つの能力エリアに

おいて 1年以上の経験を有したうえで，試験に合格することで認定をうける。 

 CITBCM では，学位の認定を受けており，3 つの能力エリアにおいてそれぞれ一定の経験を

有していることが必要である。具体的には，1 つの能力エリアにおいて 2 年以上の経験を有

し，2 つの能力エリアにおいてそれぞれ 1年以上の経験を有していることである。くわえて，

2,000語以上のレポートを提出する必要がある。 

 CITBCM（Senior）は，学位の認定を受けており，3 つの能力エリアにおいて一定の経験を

有している必要がある。具体的には，1 つのエリアにおいて 5 年以上の位けんけんを有し，

その他 2 つの能力エリアにおいてそれぞれ 3 年以上の経験を有している必要がある。くわえ

て，2,000語以上のレポートを提出する必要がある。 

 以上の CITPM，COMIT，CITBCM の資格認定の概略についてまとめたものが図表 12 である。

図表 12 に示されるように，CITPM，COMIT，CITBCM の資格を取得するにあたって，一部を除

いて，実務経験を要求されていることがわかる。くわえて，IT に関する基準だけでなく，実

際に職務を遂行するために必要と考えられるヒューマン・スキルについても資格を取得する

うえで要求されていることがわかる。 
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図表 12 CITPM, COMIT, CITBCMの資格認定基準のまとめ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4−4 NICF と資格の関係 

 次に NICF と資格の関係について検討する。NICF と資格は，異なる組織が主体となってい

ることや，対象としている範囲が異なるため厳密な対応関係はない。しかし，NICFにおける

職種で求められている経験年数と資格の要件としてあげられている経験年数との関係から，

いかなる IT技術者を対象としているのか推察することが可能である。具体的には，CITPM を

例に検討する。 

 

図表 13 NICF と資格の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：”Developing Footprints in NICF”ならびにシンガポール・コンピュータ協会 

提供資料にもとづき作成 
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 上述のように CITPMには 3つのレベルがあり，CITPM アソシエイトは 1年以上，CITPMは 8

年以上，CITPM（シニア）は 10年以上の経験が認定基準の 1つとしてあげられている。一方，

NICF のプロジェクト・チーム・リード（スペシャリスト）では最低 5年以上の経験，プロジ

ェクト・ディレクター（シニア・マネジメント）では最低 7年から 10 年以上の経験が要件と

して掲げられている。以上のことから，図表 13に示されるように，プロジェクト・マネジメ

ントに関する資格である CITPM の対象となる技術者は，プロジェクト・マネジャーもしくは

プロジェクト・チーム・リードであり，CITPM（Senior）は，プロジェクト・ディレクターも

しくはプロジェクト・マネジャーであると考えられる。 

 このように，NICF の職務と資格の間に，ある程度の関係がみられる。すなわち，「経験年

数」をキーワードにして，異なる制度・仕組みとの間に，部分的にはであるが関連している

のである。 

 

まとめ 

 本章では，シンガポールにおける情報通信産業ならびに，それに関連する事柄について概

観した。シンガポールは，世界的にも早い時期から情報通信を重要なものとして位置づけ取

り組んできており，情報通信に関するさまざまな調査において高い評価を受けている。 

 シンガポールの情報通信に関する特徴として，①キャリアに対する意識づけ，②継続的な

学習，③経験の重視，の 3点があげられる。 

 ①キャリアに対する意識づけとは，WDA と情報通信開発庁が，情報通信産業の専門家と共

同で作成した NICF において，キャリアが明示されていることである。NICF Portal では，そ

れぞれの職務に関して，職務記述書や職務で求められる能力などが明示されており，学生な

らびにキャリア・アップあるいはキャリアの変更を検討している人が，いかなるスキルや能

力を習得する必要があるのかを理解することができる。 

 また，求められる能力やスキルについては，国内および国際的な基準ともとづいており，

NICF の作成および改訂においては産業界との密接な連携を図っていることから，企業特有の

能力形成ではなく，より汎用性が高くかつ実務的なものであると考えられる。 

 このように，就業者や就業希望者が，産業界のニーズと密接に連携した形で，自身の垂直

方向・水平方向へのキャリアについて検討するための仕組みが整備されている。 

 ②の継続的な学習とは，シンガポールでは就職後も継続して学習することが求められてい

る。情報通信産業においても，さまざまな教育機関が就業者などを対象とした教育プログラ

ムを提供している。キャリアと関連するが，シンガポールでは，就業者が継続的に学習する

ことを通じて企業の専門性あるいは従業員のスキルや能力の向上を，さまざまな助成制度を

もうけることで支援している。 

 ③の経験の重視とは，シンガポールでは職務記述書や資格試験において，情報通信産業に

おける経験が重視されている。特に，資格の取得に際しては，要件として実務経験の年数が
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あげられている。知識としての理解だけではなく，実際にプロジェクトを遂行することがで

きるのか，その経験ならびに能力を有しているのか，ということが評価されている。 

 以上のように，シンガポールにおける IT 技術者の育成において，IT 技術者としてのキャ

リアを早期の段階から意識するような仕組みを制定し，国として企業の専門性の向上と個人

に対するキャリア形成を支援している。また，その基盤として産業界ならびに教育機関との

密接な連携にもとづく実務を強く意識した制度や資格の設計がなされていることが特徴とし

てあげられる。 

 シンガポールでは，NICF のように政府，産業，教育機関が相互参照可能な仕組みが整備さ

れたことで，情報通信産業の人材ニーズを反映した教育の実施が可能となるとともに，学生

や社会人も自身のキャリアを意識した学びが可能となったと考えられる。これらが，シンガ

ポールの国際的な評価に結びついた 1つの要因であると考えられる。 

 日本においても，情報通信に関連するさまざまな主体が相互に参照するための枠組や仕組

みを具体的なニーズにもとづいた形で，共同で設計・維持・改訂を継続的に実施することが，

IT技術者の育成あるいは情報通信産業の国際的な競争力の向上の 1つの方法になると考えら

れる。  
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２．諸外国の情報公開の実態調査 

IT系職業教育機関の質保証につなげる日本・諸外国の施策から 

～PDCA 等をベースとした IT系専門学校の質保証への取り組みについて～ 

 

はじめに 

専門学校制度が制定されてから約 40 年。IT 系の専門学校は、高校等後期中等教育の卒業

者を主な対象とした情報処理分野の職業教育機関として、多くの技術者を輩出し着実に実績

を残してきた。 

専修学校制度が発足した当時はコンピュータの商用利用のスピードが加速し始めた頃で、

IT 系専門学校は、産業界からの大量の要員ニーズに応えるべく、即戦力の技術者の育成に邁

進した。その後、ドッグイヤーと表されたように IT の技術革新は急速に進展し、新しい技術

や利用方法が次々と出現した。専門学校は、教育内容がその急激な技術進歩に遅れないよう

に努力しながら、利用分野の多様化にも対応してきた。 

しかしながら、現時点で振り返ってみると、教育内容は、狭い範囲の技術を、より深く専

門的に教える方向に進化してきたようだ。卒業生は、入社時には即戦力として大いに活躍す

るが、新しい分野へのチャレンジに消極的で、長い目で見ると成長度合いが小さいとの声も

聞いた。途中何度もπ型や W 型人材の育成への要望が寄せられたなか、T 型や V 型人材の育

成から踏み出せなかったのは、専門学校教職員に従来からの実務に即した技術教育の方向性

を変更する「変革力」や変更しようとする「意思力」が弱かったのではなかろうか。 

また、専門学校の卒業生は、まじめに指示されたことは確実に実行するが、自ら考え行動

する姿勢に欠ける傾向があるとの指摘もある。専門学校においては、総じて少人数できめ細

かく、手取り足取りの丁寧な教育が行われていて、その教育手法がもたらした結果かもしれ

ない。 

専門学校関係者が良かれと思って実施してきた教育が、ある一面でマイナスの作用を及ぼ

す可能性があることを、我々は常に意識する必要がある。プラス面は維持したままマイナス

面を改善し、学校独自の特色を更に伸ばすためには、何が必要なのだろうか。 

この問いの解決のために、IT系専門学校の今までの技術教育への取り組みと、日本の教育

の質保証制度や技術者認定制度のあり方を振り返ってみた。同時に、オーストラリアの事例

も調べてみた。 

資料をまとめている段階で、より良い教育成果を出し続けるためには、教育プログラム実

施に関する PDCAサイクルを適切に回し続けることしかないと確信した。特に、育成人材像を

明確にすること、知識・技術やスキルの種類とレベルおよび必要とするコンピテンシーを具

体的に定義すること、カリキュラム構築とシラバスや教育手法を整備すること等、P（目標と

計画・施策）の策定と達成指標の明示が重要であると認識した。後は、達成にこだわりを持
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って実行することと、その結果を点検・評価して改善につなげることを、組織全体で取り組

むである。 

本レポートを読んで、その重要性の確認をしていただければ幸いである。  
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１．日本におけるコンピュータ利用の普及と技術者育成 

 

  １－１．コンピュータの商用利用の黎明期（1960 年代） 

 

旧国鉄が、オンラインリアルタイム処理で行う世界最初の列車座席予約システム

を稼働させたのが 1960 年 1 月。1960 年代前半頃から、現在の PC と比べて圧倒的に

低性能・低機能で且つ非常に高価なコンピュータが、商用として提供され始めた。

特に、IBMが 1964年 4月に ICを使った第３世代のコンピュータ System360 シリーズ

を発表し、OS/360 を搭載して事務処理から科学技術計算まで汎用に利用できるメイ

ンフレームコンピュータを発売すると、大きくその普及スピードが上昇した。まだ

まだ、大企業の定型業務のみへの利用が中心であったが、それでもシステムエンジ

ニアやプログラマが全く不足の状況となった。 

当時、プログラミングを教える教育機関は、仕事帰りの社会人（主に職種転換を

求められた技術者）に 1回 2時間程度の講座を 24 回程度提供するような、都心の利

便性の良い場所を使った夜間教室が中心であった。現在の英会話スクールの形態に

似ているが、コンピュータが非常に高価で、教育・実習用として簡単に提供できる

代物でなかったことや、教える教員が確保できないことから、教室数は非常に少な

く、どこも受講生で溢れていた。教育内容は、プログラミングの入門から基本レベ

ルがほとんどであった。 

 

  １－２．全日制課程の技術教育の始まり（1970 年代前半） 

 

1970 年代に入ると、夜間スクール形式で技術教育を実施していた事業者（個人や

会社組織）のうちのいくつかが、複数のプログラミング言語やシステム開発手法、

周辺の知識を、1～2 年間の体系だった教育プログラムに編成し、高校卒業生や転職

希望者を対象とした本格的な技術者育成に取り掛かった。 

その中で設置要件を満たしている事業者は、各種学校の認可をとって、全日制課

程の学校としての形態を整えた。また、すでに各種学校として電気工事士や家電製

品修理技術者を育成していた教育機関からも、プログラミング技術の教育に進出す

るところが出てきた。教育機関において、本格的なソフトウェア教育が開始された

時期である。 

プログラミング言語は、事務処理向きの COBOL と科学計算向きの FORTRAN が中心

で、それをマスターすればほとんどのコンピュータ利用に事足りた。また、コンピ

ュータが適用されている業務分野も限られて、定型的なシステム設計と開発が中心

であったことから、修了（卒業）者はほぼ即戦力の技術者として活躍した。1970 年
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から始まった国家試験である情報処理技術者試験の第一種や第二種は、プログラマ

の技術認定として産業界からも大きく信頼されていたし、優秀な学生は実務経験が

無いにも関わらず在学中に合格して、大手の情報処理企業に就職することができた。 

産業界が望む技術レベルの教育は概ね出来ていたものの、施設・設備（コンピュ

ータや周辺装置、カードパンチ機器や空調完備のコンピュータルーム等）の導入・

運用に多額の投資と維持費がかかり、特に実習に関する教育環境の整備が大きな課

題となっていた。 

 

  １－３．専門学校の設立ラッシュ（1970 年代後半～1980 年代後半） 

 

1976年（昭和 51年）1月に専修学校制度が発足した。各種学校は専門学校へと漸

次移行し、制度的にも教育機関としての基盤が整ってきた。1980 年頃からはコンピ

ュータ系専門学校の新規設置や他分野の専門学校からの改組参入も進んで、産業の

高度化・専門分化等により増大した情報処理技術者の需要に応える職業教育機関と

して、社会からの期待や職業教育機関としての認知も大きくなった。 

ちょうど、第 2 次ベビーブームに生まれた子供たちの 18歳到達が始まり、高校卒

業者の進学率の向上も重なり、コンピュータ系専門学校への入学希望者は急増した。

高校卒業生対象の全日制課程に教育の重点が向き、社会人対象の教育を止めていく

専門学校が増えた。 

1970 年代後半、販売管理、財務管理、人事給与など本格的な事務処理機能を備え

たオフィスコンピュータが登場するようになった。中堅・中小企業の全社的な業務

処理システムや、大手企業の支社や支店、部門ごとの処理システムの構築用に多く

導入された。従来型のシステムエンジニアやプログラマは益々不足状況が深刻とな

った。 

CUPやメモリーに使用される IC（LSI）の技術革新が中心となって、コンピュータ

の高性能化・低価格化のスピードが加速し始めた時代であり、1981 年（昭和 56 年）

にはマイクロソフトの MS-DOS を搭載した 16 ビットのパーソナルコンピュータ（IBM 

PC）が登場して、世界的にベストセラーとなった。PC は、汎用機やオフコンの端末

装置としてオンラインで接続されて使われるようになり、その技術教育も求められ

るようになった。 

施設・設備の整備は、ハードウェア・ソフトウェアの技術進歩やネットワーク化

等への追随も要求されて、未だ解決困難な課題となったままであった。 

コンピュータの活用範囲の拡がりと利用方法の多様化の進展は、教授しなければ

ならない内容への高度化と変化を要求した。しかしながら、ソフトウェア開発の生

産性や正確性を高めるような技法を教えても、先進的な企業以外では利用されない
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ということもあった。全般的に、教育プログラムの開発や教員養成が後手に回り、

実務に即した技術内容に少しずつ教育内容が遅れて行った時期であった。 

 

  １－４．高度情報化社会の出現と技術者教育（1990 年頃～2005 年頃） 

   

CPUやメモリーの急速な発達に引っ張られて、ハードウェア・ソフトウェアの技術

革新が一気に進んだ時期であった。1991年（平成 3年）には Windows3.0、1995 年に

は Windows 95が発売され、企業や個人へ 32 ビット PC が普及した。企業では、ダウ

ンサイジングの潮流もあり、サーバー・クライアントシステムの運用のために LAN

が構築された。適用業務が広がり、ソフトウェアの開発の生産性が求められて、オ

ブジェクト指向プログラミング言語が使われるようになり、取り扱うデータ量の増

加に対応するために、データベース管理ツールの利用も拡がった。 

1995年頃からインターネットが普及し始め、Web サーバー、Webサイトの構築が進

んだ。それに伴って、Linux のようなオープンソースの OSも使われるようになった。 

ゲームソフトや組み込みソフトが出現したのもこの頃である。 

コンピュータを取り巻く技術や利用方法が非常に速く変化した時期で、専門学校

での教育内容や実習環境等のあり方に大きな影響を与えた。 

先進的な専門学校においては、プログラミング言語として、C や Java が教えられ

るようになった。ネットワークやデータベースの教育に Cisco や ORACLEのような大

手のベンダーとの連携も始まった。Web サーバーの構築等の技術も教えられるように

なった。 

一方、事務一般では、ワープロや表計算ソフト、メールが使えることが必須にな

り、そのような教育も求められた。 

ゲーム開発技術や CG作成技術を教える学科も出現した。 

専門学校にとって、教育目標や育成人材像の設定が非常に難しい時期で、企業ニ

ーズや学生の要望の間で、教育内容が揺れ動いた状況であった。専門学校間での教

育内容の違いも大きく、入学を希望する高校生が多い中、彼等にその内容を正確に

理解させることができず、入学者の期待に応えられる教育の提供が不十分であった

可能性も大きい。しかしながら、PCやネットワーク機器等の導入に対する補助金や、

教育プログラムの開発等への公的支援が充実して、教育環境の改善は相当進んだ。 

情報処理技術者試験も大きく改革されたことから、産業界においても求める人材

像が多様化して、その定義が難しかったのが現実であった。 

専門学校は高校生のような未経験者を対象とした技術教育を、大手 SI 業者やその

子会社の教育事業者が経験者の技術教育を担当する傾向が明確になった。また、大

学でも情報技術教育を行う学科が設置されるようになった。 
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  １－５．インターネットが情報システムの基盤（2005 年頃～現在） 

 

インターネットが ITC（Information Technology & Communication）を支えるイン

フラとして整備されて、アプリケーションソフトは Web 上で動くようになり、Web へ

のアクセスもモバイル機器からできるようになった。いつでも、どこでも、だれで

も、コンピュータシステムに簡単にアクセスできる環境が整った。クラウドコンピ

ューティングやスマートデバイス等、新しい仕組みや機器が出現し、技術変化はま

すます進展しており、技術教育に関しても相変わらず方向性の確認は難しい状況が

続いている。 

専門学校では、これまで蓄積した教育資源を体系化して、基盤的な部分について

はより良い教育プログラムを提供できるようになっている。高校卒業生だけでなく、

大学卒業生や留学生の入学も増加してきた。今後は、未経験者対象の技術教育だけ

でなく、経験者や職種転換者の再教育の役割も果たせるようになるだろう。 
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２．日本における教育内容の質保証 

 

２－１．公的な質保証システム 

 

教育の質保証を推進する仕組みとして、事前規制型と事後確認型がある。 

事前規制型の公的な質保証システムは、専修学校の設置基準とその設置基準等に

基づいて行われる設置認可審査である。これは、専門学校の整備に際し、質の保証

の観点から一定程度の共通性を担保する上で重要な役割を果たしてきた。 

しかしながら、事前規制型だけでは、教育活動に必要な諸条件の確認にとどまり、

実際の教育活動の質を直接的に保証することは難しい。特に、進学率の上昇や社会

の成熟化に伴い、多様な職業教育が求められる中、事前規制型の質保証システムへ

の過度の依存は、専門学校教育の画一化や新たな取組の抑制につながる懸念もある。 

2007年（平成 19 年）に学校教育法および学校教育法施行規則の改正により、自主

点検・学校関係者評価の実施・公表、評価結果の設置者への報告に関する規定が新

たに設けられた。 

事前規制型から、事前規制および事後確認の併用型に転換したことにより、公的

な質保証システムは一定水準以上の専門学校であることを保証する事前規制型の長

所と、専門学校の多様性に配慮しつつ、恒常的に専門学校の質を保証する事後確認

型の長所を合わせ持つものとなっている。 

2013 年（平成 25 年）8 月には、「専修学校の専門課程における職業実践専門課程

の認定に関する規程（平成 25年文部科学大臣告示第 133号）」が公布・施行された。

新たな認定基準が設けられ、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む

専門課程を、文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定することになった。 

第三者評価制度は、まだ専門学校には導入されていないが、先導的な試みとして

特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構が、平成 19年度から「第三者評価

事業」を実施している。 

 

参考：文部科学省 Webサイト（大学教育の質の保証・向上） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/attach/13

02346.htm  

 

２－２．専修学校制度 

 

学校教育法の一部改正案が 1975 年（昭和 50 年）の国会において成立し、翌年 1

月に関係政省令および専修学校設置基準とともに施行され、専修学校制度が発足し
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た。専修学校は、職業や実際生活に必要な能力や教養の向上を図ることを目的とし

て、修業年限１年以上、１年間の授業時数が 800 時間以上、教育を受ける者が常時

40 人以上の組織的な教育を行う施設として学校制度に位置付けられた。広義の高等

教育の一環として位置付けられたことが、各種学校制度と異なる専修学校制度の大

きな特徴となっている。 

専修学校は、授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準（専修学校設置基

準等）を満たしている場合に、所轄庁である都道府県知事の認可を受けて設置され

ることから、専修学校設置基準は事前規制型の質保証システムの一つであり、有効

に機能している。 

同時に、制度創設以来、国は、予算面、税制面及び制度面から、専修学校の特性

を生かした振興策を推進してきた。1982年（昭和 57年）には、私立学校振興助成法

の一部改正により、専修学校を設置する準学校法人に対する国及び地方公共団体の

助成および監督に関する規定が整備され、1983 年度からは、大型教育装置整備費補

助が行われている。このほか、教育水準の向上を図るための専修学校教員研修事業

費補助や生涯学習の観点からの補助事業も実施に移された。また、委託事業として、

先導的な教育プログラムや教材等の開発等を行う専門学校コンソーシアムに対する

支援も行ってきた。 

1991 年（平成 3 年）には、大学審議会の答申を踏まえ、大学等が修業年限二年以

上の専門学校の学修を大学等の単位として認定できるようにするなど、専門学校を

広義の高等教育の一環として取り扱う方策が広がってきている。 

これらの施策は、専門学校の教育内容の改善や、教育環境の整備、社会的な評価

の向上に大きく貢献している。 

しかしながら、一部の国立大学では専門学校からの編入学を受付けていないし、

専門学校での取得単位の認定が厳しく、2年間の学修者が 2年次への編入しかできな

い大学もある。これは、制度的には認められているものの、教育の内容や品質が認

知されていないということであろう。 

 

出典：文部科学省 Webサイト（専修学校制度の創設と発展） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318308.htm 

 

２－３．自己点検・評価、学校関係者評価と情報公開 

 

専修学校の学校評価は、2007年（平成 19 年）の学校教育法及び同施行規則の改正

により、 

①自己評価の実施・結果の公表に関する義務 
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②学校関係者評価の実施・結果の公表に関する努力義務 

が課されている。 

また、2004 年（平成 16年）の私立学校法の一部改正により、学校法人については

財務諸表等の利害関係者への閲覧に関する義務も課されている。 

専修学校における学校評価の目的は、 

①各専門学校が、実践的な職業教育等を目的とした自らの教育活動その他の学校運

営について、社会のニーズを踏まえた目指すべき目標を設定し、その達成状況や

達成に向けた取組の適切さ等について評価・公表することにより、学校として組

織的・継続的な改善を図ること。 

②各専門学校において、学生・卒業生、関係業界、専修学校団体・関係団体、高等

学校等（専修学校と接続する学校）、保護者・地域住民、所轄庁など学校関係者等

により構成された学校関係者評価委員会等が、自己評価の結果に基づいて行う学

校関係者評価の実施とその結果の公表・説明により、適切に説明責任を果たすと

ともに、学校関係者等から理解と参画を得て、地域におけるステークホルダーと

専修学校との連携協力による特色ある専修学校づくりを進めること。 

と、2013 年（平成 25 年）3月に文部科学省がまとめた「専修学校における学校評価

ガイドライン」に記されている。 

「専修学校における学校評価ガイドライン」は、各専門学校、設置者、所轄庁等

における学校評価の取組の参考に資するよう、その目安となる事項を示すとともに、

専門学校全体の質保証・向上を目指すものとして策定されたものである。 

自己点検・評価、学校関係者評価と情報公開は、事後確認型の公的な質保証シス

テムとして位置づけられた義務である。関係業界や専修学校団体・職能団体等と連

携し、一定の方向性を踏まえた学校評価を進めることにより、専門学校の質保証・

向上の取組の充実が期待されるところであるが、2012 年 3 月の文部科学省委託事業

の実態調査によると、学校評価、情報公開ともに十分な取組みが進んでいないこと

が確認されている。 

 

出典：文部科学省 Webサイト（専修学校における学校評価ガイドライン） 

   http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1332632.htm 

 

２－４．第三者評価 

 

第三者評価は、学校とその設置者が実施者となり、当該学校から独立した学校運

営に関する外部の専門家を中心とした評価主体により、自己評価や学校関係者評価

の実施状況も踏まえつつ、教育活動その他の学校運営の状況について、第三者が設
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定する評価基準に基づき、専門的・客観的視点から評価するものである。目的は、

その結果を踏まえて、学校の優れた取組や今後の学校運営の課題や改善の方向性等

を提示することである。 

大学等における第三者評価については、国の認証を受けた評価機関が大学等の評

価を行う認証評価の仕組みが構築されている。こうした制度は、まだ専門学校には

導入されていないが、先導的な試みとして、特定非営利活動法人私立専門学校等評

価研究機構では、平成 19 年度から「第三者評価事業」を本格的に実施し、私立専門

学校等の幅広い参加を呼びかけている。 

 

２－５．職業実践専門課程の認可 

 

平成 23年１月、中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の

在り方について」の答申で、職業教育を通じて自立した職業人を育成し、社会・職

業へ円滑に移行させること、学生・生徒の多様な職業教育ニーズや様々な職業・業

種の人材需要に応えていくこと等、職業教育の重要性を踏まえた高等教育の展開や、

職業実践的な教育のための新たな枠組みの整備の必要性が示された。 

中教審答申、「教育振興基本計画（平成 25 年 6月 14日 閣議決定）」および「「職

業実践専門課程」の創設について（平成 25 年 7 月 12 日 専修学校の質保証・向上

に関する調査研究協力者会議報告）」における提言等を踏まえ、「専修学校の専門課

程における職業実践専門課程の認定に関する規程（平成25年文部科学大臣告示第133

号）」が、2013 年（平成 25 年）8 月 30 日に公布・施行された。「新たな枠組み」の

趣旨を専修学校の専門課程においていかしていく先導的試行として、企業等との密

接な連携により、最新の実務の知識等を身につけられるよう教育課程を編成し、よ

り実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専門課程を、文部科学大臣が「職

業実践専門課程」として認定し奨励することになった。 

 

２－５－１．目的 

専門学校のうち、企業その他関係機関との連携の下、当該課程の目的に応じ

た分野における実務に関する知識、技術及び技能を教授し、職業に必要な実践

的かつ専門的な能力を育成することを目的とする課程を「職業実践専門課程」

として文部科学大臣が認定することにより、専門学校における実践的な職業教

育の水準の維持向上を図り、もつて生涯学習の振興に資する。 

 

２－５－２．認定基準  

①修業年限及び授業時数について  
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当該専門課程の修業年限が２年以上であること。全課程の修了に必要な総授

業時数が 1700 単位時間以上又は 62 単位以上であること。 

②教育課程について 

企業等と密接かつ組織的な連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教

育課程の編成（改善・工夫を含む）を行っていること。 

③演習・実習等について 

企業等と密接かつ組織的な連携体制を確保して、実習、実技、実験又は演習

を行っていること。  

④教員の資質向上について 

教員に必要な専攻分野における実務に関する知識、技術及び技能並びに、指

導力の修得・向上を目的として、企業等との連携の下、研修を組織的に行って

いること。 

⑤学校評価及び情報提供について 

（学校評価）  

学校の自己評価に加え、企業等が委員として参画する学校関係者評価を実施

し、公表していること。 

（情報提供）  

企業等の学校関係者に対し、連携及び協力の推進に資するため、教育活動そ

の他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。 

 

出典：文部科学省 Webサイト（「職業実践専門課程」の創設について） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1339272.htm 

 

２－６．JABEE 認定 

 

高等教育機関で行なわれている教育活動の品質が満足すべきレベルにあること、

また、その教育成果が技術者として活動するために必要な最低限度の知識や能力

(Minimum Requirement)の養成に成功していることを認定する一般社団法人日本技術

者教育認定機構(JABEE)による第三者評価である。 

 

２－６－１．一般社団法人日本技術者教育認定機構(JABEE) 

技術者教育の振興、国際的に通用する技術者の育成を目的として 1999 年 11

月 19日に設立された。第三者機関として、大学等の高等教育機関で実施されて

いる技術者を育成する教育プログラムが、社会の要求水準を満たしているかを

国際的な同等性を持つ認定基準に基づいて認定している。 
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２－６－２．JABEE 認定制度 

大学等の高等教育機関の工農理系学科で行われている技術者育成に関わる教

育の任意の第三者認定制度で、工農理系学協会と連携して審査を行っている。

学生個人の資格認定ではなく、また教育機関の認証評価ではなく、内容と水準

が国際的に通用する技術者の教育として適切かどうかの視点から行う教育プロ

グラムの認定である。審査は、教育プログラムの自主性を尊重するとともに、

審査を通じてプログラムが教育の改善を図るようになっている。認定対象の教

育プログラムは、大学院、大学、高等専門学校（専科）で実施されているもの

で、専門学校の教育プログラムは対象となっていない。 

 

２－６－３．外部評価機関の評価との違い 

従来の外部評価機関による評価は「機関評価」であり、教育活動に持ち込む

資源（カリキュラム、教員、設備）が評価対象となる。教育プログラムとして

の活動の評価、つまり教育成果の評価は実施されず、入力が良ければ出力（教

育成果）も良い筈だという仮定の下に審査がなされる。したがって、審査の基

本は、教育活動に入力される資源の質と個数を数え上げることになる。また、

外部評価機関が大学に求める自己点検・評価活動は外部評価機関が定めた審査

基準に基づく点検活動(Inspection)であり、評価は審査基準の満足度によって

なされる。 

 これに対し、JABEE が実施する審査は教育プログラムの評価であり、評価対象

は４年間の教育プログラムが達成する教育成果(Educational Outcomes)である。

JABEEは教育機関の提示する教育目標が JABEEの要求する教育成果を含み、国際

的な Minimum Requirements を満たす内容であることをチェックする。また、自

己点検書や訪問調査から、教育成果が教育プログラムの提示する教育目標を必

要な水準で満足していることを確認する。機関認定と異なり教育活動に持ち込

まれる資源（カリキュラム、教員、設備）や用いる教育手法は大学の独自性に

任されており、革新的な教育手法やカリキュラムが生れる環境を準備している。 

 JABEEの認定審査のもう一つの重要な観点は、教育目標の達成を維持し教育手

法を改善するため、継続的な教育改善活動が実施されており、その仕組みが十

分に機能しているかどうかという点にある。自己点検･評価活動が常に実施され

ており、その結果が教育プロセスの改善に反映されていなければならない。教

育成果は自己点検･評価のための基礎データとして用いることができ、プログラ

ムの欠点や改善すべき点を特定できる。教育機関は評価結果からつぎの教育サ

イクルで改善すべき点を決定できる。 
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２－６－４．技術者教育の国際的同等性の確保 

日本の技術者が「個人として」海外で競争していかねばならない時代が来て

いる。欧米やアジアの多くの国では、認定を受けた教育プログラムの修了生だ

けが技術者としての資格(Professional Engineer)を得ることが出来る。その意

味から、技術者教育認定の国際的な同等性を確保することが重要となっている。 

JABEEは技術者教育認定の国際的枠組みに加盟している。エンジニアリングで

はワシントン協定、情報系ではソウル協定、建築では UNESCO-UIAに加盟し、そ

れらの協定の考え方に準拠した基準で審査をしている。それらの協定に加盟し

ている国々で認定された教育プロプログラムは国境を越えて同等性が保証され

る。付録に、2010 年度のソウル協定対応プログラム一覧を示す。 

 

出 典 ： 一 般 社 団 法 人 日 本 技 術 者 教 育 認 定 機 構 の Web サ イ ト 

http://www.jabee.org/about_jabee/ 
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３．日本における IT 技術者の質保証 

 

３－１．情報処理技術者試験 

 

通商産業省（現：経済産業省）が、情報処理技術者の不足とその後の需要の急増

に対処するため、プログラマ認定制度創設の要望にこたえ、1969年（昭和 44年）に

プログラマを対象とした「情報処理技術者認定試験制度」を通商産業省告示により

発足させ、第一種情報処理技術者認定試験と第二種情報処理技術者認定試験が実施

された。 

1970 年（昭和 45 年）には、初回試験の大きな反響に鑑み、「情報処理振興事業協

会等に関する法律」に制度の根拠を規定（試験制度の法制化）し、情報処理技術者

試験として実施された。第二種情報処理技術者試験は実務経験 2 年間程度、第一種

情報処理技術者試験は実務経験 5 年間程度のプログラマを対象とした試験で、プロ

グラミング能力とその周辺知識・技術を問うものであった。情報処理技術者として

の「知識・技能」が一定以上の水準であることを認定する国家試験として、特定の

製品やソフトウェアに関する試験ではなく、情報技術の背景として知るべき原理や

基礎となる知識・技能について、幅広く総合的な評価を目指した。 

 

【情報処理技術者試験の目標】 

 情報処理技術者に目標を示し、刺激を与えることによって、その技術の向

上に資すること。 

 情報処理技術者として備えるべき能力についての水準を示すことにより、

学校教育、職業教育、企業内教育等における教育の水準の確保に資するこ

と。 

 情報技術を利用する企業、官庁などが情報処理技術者の採用を行う際に役

立つよう客観的な評価の尺度を提供し、これを通じて情報処理技術者の社

会的地位の確立を図ること。 

 

1971年（昭和 46年）には特種情報処理技術者試験が追加された。その後、情報技

術の進展に伴い、1986年（昭和 61年）には情報処理システム監査技術者試験が、1988

年（昭和 63年）にはオンライン情報処理技術者試験が追加された。 

1994年（平成 6 年）には、通商産業省産業構造審議会（情報化人材対策小委員会）

の「情報化人材の総合的育成策」の提言を受けて、制度改革が行われ、人材像に対

応した標準カリキュラムが作成された。1994 年秋期試験から、標準カリキュラムに

準拠して出題された試験が、11 試験区分で実施された。11試験区分は、システムア
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ナリスト、システム監査技術者、プロダクトマネージャ、アプリケーションエンジ

ニア、システム運用管理エンジニア、プロダクションエンジニア、ネットワークス

ペシャリスト、データベーススペシャリスト、第一種情報処理技術者、第二種情報

処理技術者、システムアドミニストレータであった。さらに、1996 年（平成 8 年）

には、マイコン応用システムエンジニア試験および上級システムアドミニストレー

タ試験が追加された。同時に、システムアドミニストレータ試験は初級システムア

ドミニストレータ試験へと名称変更された。 

2001年（平成 13年）には、著しい情報技術革命に対して、標準カリキュラムと試

験の関係およびそれぞれの試験のあり方を見直すとともに、新しいニーズへの対応

を図るため、再度試験制度を大幅に変更し、新試験制度への移行が行われた。午前

試験の一部共通化、年齢制限の廃止等も採用され、2001 年度春期から次の 13試験区

分で実施された。13 試験区分は、システムアナリスト、プロジェクトマネージャ、

アプリケーションエンジニア、ソフトウエア開発技術者、テクニカルエンジニア（ネ

ットワーク）、テクニカルエンジニア（データベース）、テクニカルエンジニア（シ

ステム管理）、テクニカルエンジニア（エンベデッドシステム）、情報セキュリティ

アドミニストレータ、上級システムアドミニストレータ、初級システムアドミニス

トレータ、基本情報技術者、システム監査技術者であり、その後、試験実施時期等

に一部追加や変更を加えながら春と秋の年 2回実施してきた。 

2009 年（平成 21 年）には再度新試験制度への移行が行われ、下記の 12 試験区分

での実施で現在に至っている。 

（１）ITパスポート 

（２）基本情報技術者 

（３）応用情報技術者 

（４）ITストラテジスト 

（５）システムアーキテクト 

（６）プロジェクトマネージャ 

（７）ネットワークスペシャリスト 

（８）データベーススペシャリスト 

（９）エンベデッドシステムスペシャリスト 

（10）情報セキュリティスペシャリスト 

（11）ITサービスマネージャ 

（12）システム監査技術者 

試験の対象者像、試験時間、出題形式、出題数・解答数等、現行制度の情報処理

技術者試験に関する骨格は、「試験要綱」（Ver1.7）として公開されており、各試験

で求められる知識・技能の細目もシラバスで提供されている。共通キャリア・スキ



 

 

 72 

ルフレームワークとの対応関係も明確にされている。2012 年度（平成 24年度）の試

験実績は、延べ受験者数約 350千人、合格者数約 122 千人（合格率は IT パスポート

で 41％、その他で 20％）であった。 

情報処理技術者の技術認定を目的とした唯一の国家試験で、機種や OS（企業や製

品）にしばられない幅広い観点から試験問題が出題されており、入門的な試験から

専門的、総合的な技術までを問う質の高い試験となっている。すべての試験区分で

個人成績の照会や解答例等の情報提供が行われており、合否だけでなく自己の能力

レベルを確認することができ、キャリアパスを意識しながらスキルアップに広く活

用できるようになっている。合格者には一時金・資格手当などといった報奨金制度

を設ける企業や、採用の際に試験合格を考慮する企業など、多くの企業から高い評

価を得ている。 

専門学校においては、レベル 1･2の試験である IT パスポート試験と基本情報技術

者試験の合格を在学中の到達目標としているところが多い。 

 

出典：独立行政法人情報処理推進機構の Web サイト（情報処理技術者試験）

https://www.jitec.ipa.go.jp/ 

  

３－２．共通キャリア・スキルフレームワークとスキル標準 

 

共通キャリア・スキルフレームワークは、今後必要とされる高度 IT人材について、

人材像とその保有すべき能力や果たすべき役割（貢献）を整理し、共通の育成・評

価のための枠組として定義したものである。ITスキル標準（ITSS）、組込みスキル標

準（ETSS）、情報システムユーザースキル標準（UISS）の各スキル標準の共通モデル

として「タスク」、「スキル」、「人材」をモデル化し、スキル標準の各定義を共通の

構造で横断的に理解、活用できるようにしている。また、「知識体系（BOK：Body of 

Knowledge）」の改訂を合わせて行い、スキル標準と情報処理技術者試験との関連付

けを強化し、試験を人材育成に有効活用できるようにした。 

ビジネスの更なるグローバル化やクラウドコンピューティング等、IT におけるサ

ービス化の進展と取り巻く環境の急激な変化が、IT 人材に求められる業務内容を多

様化させている昨今、IT 企業のビジネス戦略に沿った人材像を定義・育成するツー

ルとなっている。 

  

出典：独立行政法人情報処理推進機構の Web サイト（スキル標準概要） 

http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/csfv1.html 
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３－３．主要ベンダーの技術認定 

 

ソフトウェア、ネットワーク機器などの IT 関連製品を製造・販売するベンダー（企

業・メーカー）が、自社で開発した製品についてそのユーザーが適切な操作技術や

管理技術を満たしていることを認証することを目的とした民間資格制度のこと。当

該製品に対する専門的な知識・スキル等を、交付された資格証明書という客観的な

形でアピールすることができる。大きなシェアを持ち、ITC業界内で強い影響力を有

しているベンダーの認証する資格は、国際的にも通用することから、そのベンダー

と関係の深い企業においては、有力な技術認定と言える。 

機種や OS（企業や製品）にしばられない幅広い知識・技術を問う観点から行われ

ている情報処理技術者試験に比べて実務に直結しているとして、主要製品のマーケ

ットシェアが高かった時期には多くの技術者が受験した。 

資格認定を行っている主なベンダーとしては、シスコ、マイクロソフト、オラク

ル、レッドハット等が挙げられる。 

 

３－４．社会的な評価が低い情報工学部門の技術士 

 

技術士は、「科学技術に関する技術的専門知識と高等の応用能力及び豊富な実務経

験を有し、公益を確保するため、高い技術者倫理を備えた、優れた技術者」の育成

を図るための国の制度（文部科学省所管）による認定資格である。科学技術に関す

る高度な知識と応用能力及び技術者倫理を備えている有能な技術者に技術士の資格

を与え、有資格者のみに技術士の名称の使用を認めることにより、技術士に対する

社会の認識と関心を高め、科学技術の発展を図ることとしている。 

情報工学部門では、技術士試験よりも情報処理技術者試験の方が企業に深く浸透

し、技術者のスキルを評価する尺度として使われており、実質的な企業間相互認証

制度として使われている。また、ほとんどの企業で、情報処理技術者試験の合格者

に対して奨励金や報奨金の制度を設けており、資格を取得することが奨励されてい

る。一方で、技術士に関しては、このような制度がない大手企業も多い。したがっ

て、情報工学部門の技術者にとって、技術士資格を取得するよりは、情報処理技術

者試験を受験した方が、メリットが大きいと認識されている。 

 

出典：文部科学省 Webサイト（技術士「情報工学」部門における課題） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/011/attach/1342

475.htm 
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４．オーストラリアの教育の質保証 

 

オーストラリアの高等教育ガバナンスは、連邦政府が財政支援を通して政策的影響力

を発揮し、各州政府が認可をめぐる法的権限を行使する責任分業体制が取られてきた。

近年、グローバリゼーションが進む中、国として統一的なガバナンスの再構築や、連邦

政府と州政府の協働によるガバナンスのあり方等の議論が進み、政策形成がなされてい

る。 

高等教育機関には、大学だけでなく、非大学型の教育機関（大規模の技術教育機関 TAFE、

地方カレッジ、専門分野を教える小規模カレッジ等）が存在し、職業訓練から学位に準

ずるレベルの教育資格を与える教育プログラムまでを提供している。これは、日本の専

門学校の立ち位置に近いものである。 

政府を中心としたオーストラリアの教育の質保証への取組みは、独立行政法人大学評

価・学位授与機構をはじめ多くの日本の組織・研究者により調査されており、資料等も

豊富に揃っていることから、それらより主に職業訓練教育機関を中心とした質保証の制

度について概要を紹介する。 

詳細については、ぜひ下記資料を見て欲しい。 

 諸外国の高等教育分野における質保証システムの概要 オーストラリア 

（2010年 3 月 NIAD-UE作成） 

 http://www.niad.ac.jp/english/overview_og_j.pdf 

 オーストラリア高等教育のガバナンスと質保証 

広島大学 高等教育開発センター 大学論集 第 41集（2009年度） 

rihe.hiroshima-u.ac.jp/tmp_djvu.php?id=101550 

 文部科学省 Webサイト 

6-4 豪州 AQF 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/a

fieldfile/2012/07/23/1323724_10_1.pdf 

 

４－１．質保証制度の種類 

 

オーストラリアの教育の質保証として、以下の制度が運用されている。 

（１）全国的な教育資格・学位枠組（AQF）への登録 

（２）全国高等教育認可プロセス規約に基づく設置認可 

（３）教育機関の内部におけるチェック 

（４）外部のモニタリング 

（５）外部機関による独立質監査（Audit） 
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（６）国際的な教育の質保証 

（７）その他 

 

４－２．AQF（Australian Qualification Framework） 

 

教育資格・学位の質・水準を管理するシステムで、1995 年に連邦政府と州政府の

高等教育大臣との間の取り決めにより承認され、1999 年から本格運用された。中等

教育機関、職業訓練教育機関（VET）、専門職教育を含む高等教育機関（主に大学）

において取得できる 15の資格・学位が一つの枠組みにまとめられている。これによ

って、各資格・学位の横断的な連結・接続が可能となり、ひとつの教育機関で取得

した資格・学位は他の教育機関でも認定されるため、フレキシブルに編入や進学が

できるようになった。 

オーストラリアの教育機関が AQF のもとにある資格・学位を授与するにあたって

は、当該教育機関は所属する州政府のアクレディテーション機関による認証を受け

て、AQFの認可機関登録簿に登録されていなければならない。 

※ VET：Vocational education and training 

職業に役立つ技術や知識を教える職業訓練教育機関で、多様な Certificate や

Diplomaの取得が可能である。公立と私立がある。州政府によって管理・運営さ

れ、財政支援を受けている公立の VET 機関は TAFE（Technical and Further 

Education）と呼ばれている。 

 

表１．学位・資格の関係 

学校教育セクター 職業教育訓練セクター 高等教育セクター 

  Doctoral Degree 

  Master’s Digree 

 Vocational Graduate 

Diploma 

Graduate Diploma 

 Vocational Graduate 

Certificate 

Graduate Certificate 

  Bachelor Digree 

 Advanced Diploma Associate Degree 

 Advanced Diploma 

 Diploma Diploma 

Senior Secondary Certificate Ⅳ  
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Certificate of 

Education 

Certificate Ⅲ  

 Certificate Ⅱ  

 Certificate Ⅰ  

 

 

４－３．全国高等教育認可プロセス規約 

 

大学や TAFE、私立カレッジ等の設置認可およびアクレディテーションにかかる審

査を州政府が行う際の共通基準とその手順を定めたもので、連邦政府と州政府間で

法的に取り決めたものである。この規約は、新しく設置されるオーストラリアの高

等教育機関や VET 機関が、一定の基準を満たしており、政府による適切な規制を受

けていることを、学生や社会一般に対して保証すると共に、国内外に対してその地

位を保護することを目的としている。2007 年の改定によって、認可済みの機関に対

しても、外部質保証機関による監査等、各機関に対してなされる質保証プロセスを

通じて、この規約で定められている要件を遵守しているかどうか、定期的にチェッ

クされる仕組みになった。 

この規約は、全高等教育機関対象とした認可を受けるために満たすべき基準およ

びプロセスを定めたプロトコル A、非自己認証機関（NSAI）を対象とした機関登録の

ために満たすべき基準およびコース・アクレディテーションのプロセスを定めたプ

ロトコル B等、5 種類のプロトコルからなる。 

※ NSAI：Non-self-accrediting institutions 

非自己認証機関と訳されている。オーストラリアの高等教育機関は、SAI（Self- 

accrediting institutions）と NSAI の 2 種類に分かれる。SAI は、国公立の大

学等（42 校）が中心で、提供する高等教育コースを自ら設置し、教育資格・学

位を授与する権限を州政府によって与えられている。自らの研究の水準や質に

対する責任が求められ、外部審査制度の導入や外部専門家の関与等、内部質保

証のための仕組みの整備が厳しく求められる。NSAI は、私立カレッジと TAFE の

約 150 校が属し、機関の設置だけでなく、自らが提供する高等教育コースやプ

ログラムに関しても、州政府からの認可を必要とする。近年、私立カレッジを

中心に増加傾向にある。 
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４－４．教育機関の内部におけるチェック 

 

NSAI に対しての内部質保証については、教育研究に関するガバナンス、教育・学

習の継続的な発展向上や学生のアウトカムの向上等、大学レベルのアカデミック・

スタンダードに重点を置いた質保証の枠組みを整備することが、全国高等教育認可

プロセス規約において要請されている。 

 

４－５．外部のモニタリング 

 

NSAI に対しても、財政報告書や業務報告書等の年次報告書を、関係する州のアク

レディテーション機関へ提出することが求められている。州政府は、各機関のリス

ク・アセスメントの参考資料として用いるほか、財政等に関する所定の条件が遵守

されているかを重点的にチェックする際に利用している。 

 

４－６．外部機関による独立質監査（Audit） 

 

高等教育機関やアクレディテーション機関を対象とした外部機関による独立質監

査（オーディット）は、オーストラリアにおける質保証制度の重要な要素であって、

オーストラリア大学質保証機構（AUQA：Australian Universities Quality Agency）

が中心となって行われている。2002 年から SAI や州のアクレディテーション機関を

対象に始まり、2006 年からは NSAI を対象としたオーディットも行われている。 

AUQA のオーディットの特徴は、受審機関独自の機関目標（Objectives）に焦点を

合わせたものであり、外的に規定された何らかの評価基準を当てはめるものではな

い。高等教育の多様性を促進していくことに重点が置かれている。 

オーディット・レポートの提示後、受審機関は、それぞれの管理組織（NSAI の場

合は州のアクレディテーション機関）の責任において、指摘事項に基づいた改善の

ための取組みを行うことが求められる。その進捗状況は、Progress Report としてま

とめ、AUQA に 2年以内に提出しなければならない。 

AUQA のオーディットにおける指摘事項に対して適切な取組みを行うことは、高等

教育支援法に規定されており、連邦政府の教育大臣は各機関に要請することができ、

適切な措置が見られない場合は制裁措置がとられることもある。 

 

４－７．国際的な教育の質保証 

 

オーストラリアは教育立国を目指しており、海外からの留学生受入や教育機関の
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海外キャンパス設置に積極的であり、国内キャンパスや海外キャンパスで、海外出

身学生が適切で質の高い高等教育・職業訓練教育を受けられることを保証するため

の法的な規制システムが確立されている。 

代表的なものとして、留学生を受け入れるすべての高等教育・職業訓練教育機関

を管理・規制する「留学生のための教育サービス法」（ESOS Act：Education Services 

for Overseas Students Act）と呼ばれる国家法がある。留学生にオーストラリア人

学生と同等の教育を提供することを保証するための法で、留学生を受け入れるすべ

ての教育機関に政府登録（CRICOS：Commonwealth Register of Institution and 

Courses for Overseas Students）を義務付けている。CRICOS 登録の前提要件は、ま

ず州政府の設置認可および機関登録部門の登録を受け、①質保証の要件を満たして

いる、②授業料や財務状況に関する要件を満たしている、③留学生ビザの状況を管

理監督する仕組みが機関レベルで整っていて実質的に機能していることが、州政府

により保証されている必要がある。 

 

４－８．その他 

 

大学の学生および卒業生を対象とした学習成果調査が行われている。 

 GSA（Graduate Skills Assessment） 

大学入学時および卒業の直前に学生の一般的なスキルを測定するもの。2000

年より実施されて、批判的思考力、問題解決力、文章表現力、対人理解等の分

野で測定されている。多肢選択式（2時間）と記述式（1時間）の 2種類の試験

で構成されている。 

専攻学科間での学生スキルの差異比較や、異なるコース間の入学時と卒業時

のスキル変化等について知ることができる。ベンチマーク策定、動向分析、カ

リキュラム編成や改善等においても活用されている。 

入学時の結果は、個人のフォローアップや指導支援の対策に利用されている。

卒業前の結果は、大学院入学の追加資料や、雇用者の参照資料としても利用可

能となっている。 

 GDS（Graduate Destination Survey） 

課程を終了してから約 4 ヵ月後に、すべての大学の新卒業生に対して、1972

年から行われている。修了したコース、就業状況とその詳細、進学等継続学習

等についての質問がなされる。 

卒業生の就職状況や進路について情報提供するためのデータ収集であり、大

学と教職員および在学生にとって貴重な参考資料となっている。 
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５．卒業生としての知識・能力と専門職としての知識・能力（国際的な質保証） 

 

技術者の専門職能は、はっきりと区別される段階を経て発達していく。 

第１の段階は、技術教育機関の卒業の段階である。技術教育の基本的な目的は、知識

の基盤を構築することで、卒業後において学びを継続させ、自立した活動に必要な知識・

能力の修習が実務を通じて続けられるようにすることにある。 

ある一定期間の修習に続く第２の段階は、専門職として一定のレベルとして認定され

る段階である。専門職実践者とともに働き、助手的役割から始め、独立して又はチーム

としての責任を負う役割を担うまでになり、その知識・能力が一定のレベルであること

が示せるまで向上することである。その後には、実践者として知識・能力を維持し、向

上させ続けなければならない。 

技術者教育に関する到達目標の設定と、専門職としての職能レベルの評価は、技術者

の育成から成長に関わる非常に重要なポイントである。特に、グローバル化が著しい近

年においては、高等教育機関における教育や、専門職資格の質保証・国際的同等性の確

保が求められている。 

日本において、IT 分野の専門職資格として主なものは情報処理技術者試験が挙げられ

る。経済産業省は、特にアジア各国（ASEAN 加盟国、中国、韓国、インド等）との連携を

強化するために、情報処理技術者試験と各国の試験制度との相互認証を推進するととも

に、アジア共通統一試験の実施を支援している。 

 

参考：独立行政法人情報処理推進機構の Web サイト（アジア IT人材育成） 

http://www.ipa.go.jp/jinzai/asia/index.html 

 

５－１．国際認証 

 

世界において、いくつかのエンジニアリング教育認定団体は、それぞれの教育プ

ログラムを評価するために学習成果に基づく基準を開発してきた。同様に、いくつ

かのエンジニアリング専門職規制団体は、実践的知識・能力に基づく登録審査のた

めの基準を開発してきた。高等教育機関における教育の質保証・国際的同等性の確

保と、専門職資格の質の確保・国際流動化は同一線上のテーマであるという観点か

ら、IEA （International Engineering Alliance）を結成して、エンジニアリング

教育認定の 3協定（Washington Accord、Sydney Accord、Dublin Accord）と専門職

資格認定の 3枠組（APEC Engineer, EMF, ETMF）が共通課題として議論されてきた。 

資格や登録の相互承認のための教育認定協定や専門職協定には、それぞれ卒業生

として身に付けるべき知識・能力（GA：Graduate Attributes）、専門職として身に
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付けるべき知識・能力（PC：Professional Competencies）が示されている。 

日本におけるエンジニア個人の国際登録については、公益社団法人日本技術士会

がその登録審査を行っている。公益社団法人日本技術士会は、APEC エンジニア認定

登録や EMF国際プロフェッショナル・エンジニア登録の仕組みに加盟しているので、

その加盟国との間で技術者職能が相互認証されている。技術士が審査を受けて認定

されると、加盟国において国際的に認定された技術者として認められる。 

IT 分野の教育プログラムの認定は一般社団法人日本技術者教育認定機構（JABEE）

が行っており、このプログラムの修了者はソウル協定（Seoul Accord）に加盟して

いる国・地域の高等教育機関の教育プログラム修了者と同等の知識・能力を有する

と認められる。 

 

参考：公益社団法人日本技術士会の Webサイト 

APECエンジニア https://www.engineer.or.jp/sub06/ 

EMF国際エンジニア https://www.engineer.or.jp/sub07 

文部科学省 Webサイト（国際エンジニアリング連合） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/siryo/__ic

sFiles/afieldfile/2012/12/08/1328590_7.pdf 

 

５－２．オーストラリアの IT 専門職および教育プログラムの認証 

 

オーストラリアにおいては、ACS（Australian Computer Society）が ITの技術者

認定および高等教育機関のアクレディテーションを行っている。 

 

５－２－１．ACS（Australian Computer Society） 

 

オーストラリアの ITC 部門の Professional のための公的な協会（NGO、NPO）

として、各州にあったコンピュータ協会が合併して 1966 年に設立された。会員

の地位向上とスキルアップ支援を目的とし、証明プログラム（Certification 

Program）により各自のスキルを国際的かつ独立した評価で認証している。 

オーストラリアの全てのビジネス、政府、教育界の ICT 従事者の声を代表す

るとともに、会員にはプロフェッショナルな基準の倫理規約の遵守を求めてい

る。 

IFIP （International Federation of Information Processing）および Seoul 

accordのメンバーとして、グローバルなパートナーシップを担っている。 
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５－２－２．技術者認定 

 

SFIA （The Skills Framework for the Information Age）を使って、CP 

（Certified Professionals）と CT（Certified Technologists）の 2 レベルの

資格で、ICT の専門家としての技術力を認定している。ICT スキル評価委員会が、

認定申請者の教育資格を Country Education Profiles を使って AQF で確認し、

その後コース Unit を評価する。その評価結果に基づき適正基準に合致するため

の実務経験の年限が決定され、CPおよび CTの ICT レベルにあるかどうかが認定

される。 

ACS は、IFIP （International Federation of Information Processing）の

メンバーとして、IP3（ International Professional Practice Partnership）

というグローバルなパートナーシップを担い、ICT 専門職能の国際的基準を定義

するとともに、ITC従事者およびその雇用者組織双方の発展をサポートしている。

CPは国際的な IP3P を名乗ることができる。 

 

５－２－３．教育機関認定 

 

ICT教育プログラムの認定は運営ガイドラインに従って行われる。再認定は通

常 5 年ごとに、認定委員会（大学及び産業界の代表からなる ACS Professional 

Standard Board によって認定を指導するために設立）によって指名された認定

パネルメンバーによって行われる。 

認定は、キャンパス訪問と初期書類（Initial Documentation）の確認で行わ

れる。キャンパス訪問は、認定パネルメンバー全員が参加して 2 日間行われ、

大学の管理者（副学長および相応しい代表者）、個々のプログラムの責任者、ス

タッフ、学生自治会の代表者、プログラムの卒業者とのインタビューや、ラボ、

学習センター、ワークショップ、図書館の見学が行われる。 

 最初の書類（Initial Documentation）の実際面の検討 

 効率性と品質保証の検討 

 スタッフや学生のモラル、教育文化、教育と研究の関係性等の評価 

 卒業生の標準到達度も含めたプログラムの可能性の評価 

が行われ、パネルの議長は学校の責任者に仮のコメント（Preliminary comment）

をする。訪問後 6－8週間後にレポートが起草され学校に送られ、学校は事実に

誤りがあるときは 2週間以内に書面による異議を申し立てることができる。 

 条件なしに 5 年間の再認定から、認定の拒否又は撤退までの 5 段階で評価さ

れる。 



 

 

 82 

 現在、43教育機関（大学および TAFE）の 634 教育プログラムが認定され、ACS

の Webサイトに掲載されている。ACS はソウル協定に加盟しているので、認定さ

れた教育プログラムは国際的な同等性が担保される。 

 

出典：ACS Webサイト http://www.acs.org.au/ 
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６．IT 系専門学校の質保証のあり方 

 

６－１．自主点検・評価のあり方 

 

自主点検・評価の目的は、教育活動や学校運営の改善であり、質の向上である。

業務を継続的に改善する手法として、産業界で広く利用されている PDCAサイクルの

C：checkを有効に活用しようということであるが、PDCAサイクルにおいては、Plan

と Doがあってはじめて Checkと Act が有効となることを、改めて認識する必要があ

る。 

まず、目指すべき目標がしっかり示され、それを実現するための計画が立てられ、

達成指標と施策が具体的に設定されることが重要である。 

長期（10年スパン）のありたい姿＝Vision を明確にし、その途中過程として中期

（3～5 年単位）目標を設定し、その実現を目指して中期計画を策定することが肝要

である。もちろん、実行のための組織と責任体制の明確化、投資や人員計画、財政

措置等が必要なことは言うまでもない。中期計画策定においては、最終年度の達成

指標を定めるとともに、実施内容と責任者・担当者、実施スケジュール等を具体的

に決めなければならない。年度計画は、中期計画をもとに、より精緻なものに落と

し込んでいくことになる。 

そしてそれが着実に実行されてはじめて、その達成状況や達成に向けた取組みの

適切さ等について確認する点検・評価が本来の意味を持つことになり、その後に続

く処置・改善がより効果的なものになる。 

自主点検・評価は、この PDCAサイクルが確実に実行できているかどうかを検証す

ることであり、計画の立案および実行に従事した責任者および担当者が積極的に関

与することが、効果の最大化の重要なポイントである。もちろん、自主点検・評価

プロジェクトは、経営者や管理者の強力なリーダーシップの下に、常時活動するこ

とが望まれる。 

 

６－２．修了認定のあり方 

 

職業教育においては、修得した知識・技能やスキルのレベルを比較的正確に測か

ることが可能と言われている。例えば、プログラミング、ネットワークやサーバー

の構築、データベースの設定や運用等、ICT に関わる知識や技能をレベル別に評価す

ることは比較的簡単である。批判的思考力、問題解決力、文章表現力、対人理解等

の分野においても、オーストラリアではすでに実施されている。 

ICTの各科目やジェネリックスキルに関して、縦軸にレベルを、横軸に知識や技能、
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スキルを設定し、教育内容をマッピングしたマトリックスを整備することは、教育

目標の設定に非常に有益である。それをベースとしたスコア型テストを開発し実施

すれば、教育プログラムの達成指標として利用できるし、結果は個人の客観的な修

了認定になり、教育プログラム改善につなげることも可能となる。 

また、共通アセスメントツールとして専門学校全体で活用すれば、教育プログラ

ム評価の基準として利用できるので、第三者認証が可能になることから、ぜひ専門

学校全体で取り組んで欲しい。 

 

６－３．教育プログラムの第三者評価と国際認証 

 

教育プログラムの第三者評価は、職業教育機関として高い社会的評価の定着のた

めにも、専門学校全体として至急に取り組みたいテーマである。大学編入における

門戸を広げること、および編入生の単位認定科目の拡大のためにも、非常に有効な

対策となる。同時に、今後 ASEAN を中心とした留学生の増加を推進するためにも、

その国際認証も視野に入れた対応が必要である。日本人卒業生が海外で働く場合の

技術認定にも有利に働く。 

現在、Professional を育成する教育プログラムの国際同等性を定めた Seoul 

Accord には JABEE が加盟しており、JABEE が認定した教育プログラムは国境を超え

て認められている。 

Technologist を育成する教育プログラム認定は、未だ日本では行われていないこ

とから、専門学校はまとまって、この認証を行う機関の整備と国際協定への加盟に

ついて、JABEEも含めて協議し、推進していくことが重要であろう。 

 

６－４．第三者監査 

 

オーストラリアの AUQAが行っている監査（オーディット）は、公的な教育の質保

証制度の事後確認の有効な手段となっている。専門学校においては、学校運営や教

育活動の PDCAサイクルが適切に実行されていることを、第三者機関の監査で確認・

証明する方法が、負担が少なく効果的ではないだろうか。 

今後、その方向を研究して、第三者評価に替えて行うことも検討できると思われ

る。 
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付録．JABEE の教育認定 ソウル協定対応プログラム一覧 

  

高等教育機関名 認定プログラム名 名称変更 

愛媛大学 工学部 
http://www.ehime-u.ac.jp/ 

情報工学科専修コース  

大分大学 工学部 知能情報システム工学科 
http://www2.cc.oita-u.ac.jp/eng/index.html 

知能情報コース  

大阪電気通信大学 総合情報学部 メディアコン
ピュータシステム学科 

コンピュータサイエンス教育プログラム  

岡山理科大学 工学部 情報工学科 
http://www.ous.ac.jp 

コンピュータエンジニアリングコース  

香川大学 工学部 信頼性情報システム工学科 
http://www.kagawa-u.ac.jp/ 

信頼性情報システム工学専修コース  

九州工業大学 情報工学部 
http://www.kyutech.ac.jp/top/iizuka/index.html 

システム創成情報工学科  

九州工業大学 情報工学部 
http://www.kyutech.ac.jp/top/iizuka/index.html 

知能情報工学科 日本技術者教育
認定機構認定プログラム 

 

九州産業大学 情報科学部 社会情報システム
学科、知能情報学科 
http://www.kyutech.ac.jp/top/iizuka/index.html 

情報科学総合コース  

近畿大学 産業理工学部情報学科 
http://www.kindai.ac.jp/ 

ネットワークコース  

近畿大学 理工学部 情報学科
http://www.kindai.ac.jp/ 

情報システムコース  

佐賀大学 理工学部 知能情報システム学科 
http://www.saga-u.ac.jp/ 

知能情報システム専修プログラム 

2011 年度修了生から 理工

学部 知能情報システム学科 

日本技術者教育認定機構

認定プログラム 

静岡大学 情報学部 情報科学科 
http://www.shizuoka.ac.jp/ 

計算機科学プログラム  

島根大学 総合理工学部 数理・情報システム学
科 情報系 
http://www.shimane-u.ac.jp/ 

コンピュータサイエンス専修プログラム  

鳥取大学 工学部
http://www.tottori-u.ac.jp/index.html 

知能情報工学科 
 

 

豊橋技術科学大学 工学部 
http://www.tut.ac.jp/ 

情報工学課程  

豊橋技術科学大学 工学部 
http://www.tut.ac.jp/ 

知識情報工学課程  

長崎大学 工学部 
http://www.nagasaki-u.ac.jp 

情報システム工学科  

南山大学 数理情報学部 情報通信学科、情報 
システム数理学科 

情報技術専修コース  

新潟国際情報大学 情報文化学部 情報システ
ム学科 

情報システム技術プログラム  

日本大学 生産工学部 数理情報工学科
http://www.nihon-u.ac.jp/indexs.shtml 

情報工学コース  

八戸工業大学 工学部 システム情報工学科 
http://www.hi-tech.ac.jp/ 

システム情報コース  

福岡大学 工学部 電子情報工学科
http://www.tec.fukuoka-u.ac.jp/tk/ 

情報システムコース  

宮崎大学 工学部 情報システム工学科
http://www.miyazaki-u.ac.jp/ 

情報システム専修コース  
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武蔵工業大学 工学部 コンピュータ・メディア工学
科 
http://www.musashi-tech.ac.jp/ 

コンピューティングとメディア工学プログラ
ム 

2010年度修了生から、知識

工学部 情報科学科 コンピ

ューティングとメディア工学プロ

グラム 

室蘭工業大学 工学部 
http://www.muroran-it.ac.jp/index-j.html 

情報工学科昼間コース  

山形大学 工学部 情報科学科昼間コース  

山梨大学 工学部 コンピュータ・メディア工学科 
http://www.yamanashi.ac.jp/ 

コンピュータサイエンスコース  

山梨大学 工学部 コンピュータ・メディア工学科 
http://www.yamanashi.ac.jp/ 

情報メディアコース  

琉球大学 工学部 情報工学科
http://www.u-ryukyu.ac.jp/ 

計算工学コース  

出典:「情報専門系学士課程プログラム認定  認定プログラム一覧 (2010.7.22) 」 
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第３章 モデル・カリキュラム基準、達成度評価、

教材等作成 
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１．学習ユニット積上げ式のモデル・カリキュラム基準の枠組み 

 

専門学校教育カリキュラムの現状 

 

 専門学校の教育カリキュラムは、2年制のカリキュラムが主流というわけではなく、3年制、

あるいは 4 年制の学科が多く見受けられる。特に地方にある専門学校の情報システム科の学

科は 3 年制が多く、地方においてより厳しい就職状況への対応が専門学校において、より専

門知識を持った学生の養成が必要になっていると思われる。 

 

 専門学校の多くは Web サイト上に教育カリキュラムを公開しているが、目指す資格、カリ

キュラムの内容が ITSSに準拠しているとの説明が見られなかった。これは、Webサイトの対

象者が、専門学校に入学を希望する学生や父兄向けのホームページであることが原因ではあ

ると思うが、一般に対する ITSSの認知度が低いことを感じさせる。 

 また、カリキュラム作成側は、ITSS について十分に重要度は理解できているものの、認知

度の低さから、ITSS に準拠していると明記するメリットがないことが原因と考えられる。 

 

 目指す職種においても、「ITスキル標準フレームワーク」の 11 職種・35 種類の専門分野が

あまり明確に定義されていない。あるいはフレームワークを細かくしてしまったことから、

該当する職種や専門分野を適切に定義できない。また、フレームワークを Web ページに記載

することにより、育成人材像が判りにくくなり、逆に学生募集の際の足かせになってしまう

可能性がある。そのため、各学校とも業界で広く使われている「プログラマ」「システムエン

ジニア」の記述になってしまっていると思われる。 

 

 これらのことから、今回、本プロジェクトで ITSS 準拠のカリキュラムを作成するにあたり、 

目指す職種については、専門学校が「目指す職種」として上げ、かつカリキュラムの内容を

踏まえた 3つの職種に限定することとした。 

 

 今回カリキュラムを作成する「職種」範囲に決定した理由の 1 点目は、「IT スキル標準 V3 

2011」 2部：キャリア編_20120326 に記載されている「キャリアフレームワーク」の表のレ

ベル 1、レベル 2の上に積み上げていく職種とした。 

 

この条件に当てはまる職種は「セールス」「ITスペシャリスト」「アプリケーションスペシャ

リスト」「ソフトウェアデベロップメント」「カスタマサービス」となる。 
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図 2 IT投資局面と職種 

図 1 キャリアフレームワーク 
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 しかし、職種「セールス」「アプリケーションスペシャリスト」「ソフトウェアデベロップ

メント/基本ソフト・ミドルソフト」「カスタマサービス/ファシリティマネジメント」につい

ては選択しなかった。 

 その理由として、「IT 投資局面と職種」のマトリックスにあるように、経営戦略策定、戦

略的情報化企画のフェーズは、実際の業務の中で習得すべきものであり、専門学校で勉強で

きるものではないと考えられるからである。 
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しかし、現在の「ITパスポート試験」「基本情報技術者試験」で経営戦略/ストラテジの内

容が出題されていることもあり、用語や知識等、最低限の知識を学生に持たせるべきである

と考える。 

 

ｂ現状は、専門学校のカリキュラムをみる限り、これらの経営戦略やストラテジのカリキ

ュラムは存在せず、「試験対策」の中で教えていると思われるが、今回のカリキュラムに作成

した「日本語の読解能力開発」の題材として使用することにより、試験対策ではなく、シミ

ュレーション等での指導を目指したい。 

 

以上のことから、今回、職種として選定した職種は、「ITスペシャリスト」「アプリケーシ

ョンスペシャリスト」「カスタマサービス」「ITサービスマネジメント」の 5職種とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、専門分野については、専門学校のカリキュラムと各職種と専門分野の達成度指標

のレベル記述表に照らし合わせ、ほぼすべての専門学校で対象としているであろう「ITスペ

シャリスト」の「ネットワーク」「データベース」、そして、「ソフトウェアデベロップメント」

の「応用ソフト」とした。 

図 3  IT投資局面と職種とマトリックス表からの対象範囲の選択 
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各カリキュラムの内容については、「ITスキル標準 V3 2011」の 1部：概要編_20120326

の中で、情報技術者試験と ITSSのレベルの対応表を参考に選定を行った。ITSS スキル標準

と情報技術者試験との関係は、下記のように定義されている。 

 

 

表 1.情報処理技術者試験との対応関係 

レベル 職種 専門分野 試験区分 注釈 

レベル４ 

マーケティング  ＩＴストラテジスト試験  

セールス  ＩＴストラテジスト試験  

コンサルタント  ＩＴストラテジスト試験  

ＩＴアーキテクト  
システムアーキテクト試験 

ほか 

注１ 

プロジェクト 

マネジメント 
 プロジェクトマネージャ試験 

 

ＩＴスペシャリス

ト 

プラットフォーム   

ネットワーク 
ネットワーク 

スペシャリスト試験 

 

データベース 
データベース 

スペシャリスト試験 

 

図 4  今回作成のカリキュラムの範囲 
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アプリケーション共

通基盤 
 

 

システム管理   

セキュリティ 
情報セキュリティ 

スペシャリスト試験 

 

アプリケーション 

スペシャリスト 
 システムアーキテクト試験 

 

ソフトウェア 

デベロップメント 

基本ソフト   

ミドルソフト   

応用ソフト システムアーキテクト試験  

カスタマサービス  ＩＴサービスマネージャ試験  

ＩＴサービス 

マネジメント 
 ＩＴサービスマネージャ試験 

 

エデュケーション    

レベル３ 応用情報技術者試験  

レベル２ 基本情報技術者試験  

レベル１ ＩＴパスポート試験  

 

 

ここから、確認できることは、専門学校が「目指す資格」と定義している「基本情報技術

者試験」がレベル 2、「応用情報技術者試験」がレベル 3、また「ＩＴパスポート試験」がレ

ベル 1 であることを考慮しても、2 年制では少なくても「基本情報技術者試験」の内容はカ

リキュラムで網羅していることが望ましいと思われる。 

 

達成度指標によるレベルは、当該職種と専門分野においてプロフェッショナルとして必要

な課題解決の経験と実績の度合いを７段階で表現している。レベルについて、職種と専門分

野とを横断的に捉える視点は、図 5のようになる。 
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図 5 レベルと評価の概念 
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表 2. 求められるレベルとその能力 

◆レベル７ 

 

プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、社内外におい

て、テクノロジやメソドロジ、ビジネスを創造し、リードするレベル。

市場全体から見ても、先進的なサービスの開拓や市場化をリードした経

験と実績を有しており、世界で通用するプレーヤとして認められる。 

◆レベル６ プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、社内外において、

テクノロジやメソドロジ、ビジネスを創造し、リードするレベル。社内だ

けでなく市場においても、プロフェッショナルとして経験と実績を有して

おり、国内のハイエンドプレーヤとして認められる。 

◆レベル５ プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、社内においてテク

ノロジやメソドロジ、ビジネスを創造し、リードするレベル。社内におい

て、プロフェッショナルとして自他共に経験と実績を有しており、企業内

のハイエンドプレーヤとして認められる。 

◆レベル４ 

 

プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、自らのスキルを活

用することによって、独力で業務上の課題の発見と解決をリードするレベ

ル。社内において、プロフェッショナルとして求められる経験の知識化と

その応用（後進育成）に貢献しており、ハイレベルのプレーヤとして認め

られる。スキル開発においても自らのスキルの研鑽を継続することが求め

られる。 

◆レベル３ 

 

要求された作業を全て独力で遂行する。スキルの専門分野確立を目指し、

プロフェッショナルとなるために必要な応用的知識・技能を有する。スキ

ル開発においても自らのスキルの研鑽を継続することが求められる。 

◆レベル２ 

 

上位者の指導の下に、要求された作業を担当する。プロフェッショナルと

なるために必要な基本的知識・技能を有する。スキル開発においては、自

らのキャリアパス実現に向けて積極的なスキルの研鑽が求められる。 

◆レベル１ 

 

情報技術に携わる者に最低限必要な基礎知識を有する。スキル開発におい

ては、自らのキャリアパス実現に向けて積極的なスキルの研鑽が求められ

る。 

 

また、ITスキル標準における「達成度指標」のレベル 3までとレベル 4以上の間には、求

められる能力に大きな格差があり、単にカリキュラムで技術を教え、資格に合格しただけで

は、このレベルの基準に達成することは非常に難しいと考えられる。 

 

これは、レベル 1～3の「達成度指標」の記述は「チームメンバとしてプロジェクトに参画
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した経験を有する」ことであって、与えられた業務の遂行に責任を負うことに重点がおかれ、

後進の指導などプロフェッショナル人材としての責務や高度な人材能力（成功裡にプロジェ

クトを達成する能力）は要求していない。 

 

レベル 2 は「要件を満たす」作業を「独力でできる」ことを求めている。担当する作業の

出来栄えについて責任を有することから、「実務能力」の保有が意識されているが、あくまで

も「チームメンバとして」の作業であって、指導力などのパーソナルスキルを含む総合的な

能力まで求められているわけではない。 

 

IT スキル標準のレベル 1～2 は担当作業を「指導の下に・・できる」としている。チーム

リーダから割当てられた作業を指導されながら実施することができる能力は、問題を解決で

きる「実務能力」の発揮というよりは、当該作業に必要な「知識」を有し、それを実行でき

る「技能」を活用している段階である。なお、レベル１については、「指導の下」に「一部の

作業ができる」ことが期待されており、求められる能力の大部分は「知識」の保有に焦点を

あてて評価できる。 

 

すなわち、レベル 1 から 2 であれば、現在の専門学校で行っている「グループで演習を行

う」という課題において、作業を行っていれば、そのレベルに到達できると思われる。また、

レベル 3においても、「グループで演習を行う」際に、リーダとして他のメンバなしでも作業

ができれば、レベル 3に該当する。 

 

しかし、これに対して、レベル 4以上からは「チームリーダとして成功裡に達成した経験」

が求められる。 

 

このことから、今回作成したカリキュラムにおいてはカバーできなかったが、今後の拡張

として、3 年制、4年制のカリキュラムの場合には、「独力でできる」「指導ができる」演習等

の作成を行う必要がある。このことからも、下級生への演習指導等、学校側がある程度 ITSS

のレベルに求められる「内容」をカリキュラムに適用することが望ましいと考える。 

ぜひ、次年度以降、今回のシラバスをコマシラバス等に落とし込むことができれば、この内

容を入れ込みたい。 

 

今回、「IT スキル標準フレームワーク」「キャリアフレームワーク」をベースに、ITSS準拠

のカリキュラムを、既存の専門学校の実例を参考にして作成した。 

 

ITSS は現在職業として従事している IT 技術者の技術レベルを確認するためのフレームワ
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ークである。エンジニアは、一定の経験とそのキャリア上に積上げる技術・知識教育によっ

て成長していくものである。現状の専門学校は、高校卒業生が入学者の大半で、学校内教育

が中心であることから、現場ですぐに活躍できるエンジニア教育は、現実的に無理がある。 

今後、エンジニアとしてレベルアップしていく過程における技術教育を、専門学校が十分担

えるようになることが大きな課題であり、そのための第一歩をスタートしなければならない。 

今回のカリキュラムは、社会人としてスタートする卒業生が、ITSS のフレームワークにう

まく乗せていくためのものである。この作成過程での考え方を見本にして多くの専門学校が、

自校のもっている資源を活用して、産業界と協力しながら地域にあった教育プログラムを整

備して、できるだけ早期に開始し、教育体制を整えてほしいと考えている。 

その成果を以って、前述の現場の技術教育を担える学校に成長することを期待する。同時

に、入学生の大半を占める高校卒業者の教育に関しては、多くの専門学校が協力して、卒業

時点の人材育成レベルを明確にした学校教育の IT技術・知識標準を設定するべきである。学

校教育において卒業生に求める IT スキル標準ができ、ITSS と合わせた中で、積上げ式のモ

デル・カリキュラム基準のフレームワーク作りに、改めて取り組みたい。 
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２．教育改善のための PDCA ガイドラインＰＤＣＡガイドライン 

 

平成 19 年に学校教育法および学校教育法施行規則の改正により、自主点検・学校関係者評

価の実施・公表、評価結果の設置者への報告に関する規定が新たに設けられた。そして、自

主評価の実施・結果の公表に関する義務、および学校関係者評価の実施・結果の公表に関す

る努力義務が学校設置者に課された。点検・評価は専門学校教育の質保証・向上のための取

組みとして効果的な手法であり、その結果の公表は公益性の高い専門学校としての義務であ

るとの観点からの措置である。しかしながら、平成 24年度に行われた調査（文部科学省委託

事業「専修学校の質保証・向上に資する取組みの実態に関する調査研究」）によると、学校評

価、情報公開ともに十分な取組みが進んでいない実態や、様々な課題が存在する現状が確認

された。 

 

産業界では、主に生産管理や品質管理などにおいて、PDCA（Plan：計画⇒Do：実施・実行

⇒Check：点検・評価⇒Act：処置・改善）の 4 段階を繰り返すことによって業務を継続的に

改善する手法が採られており、業務の効率化や事業の発展に大きな効果を挙げている。教育

活動その他の学校運営においても、その質向上や改善にこの手法は非常に有効であると言わ

れている。特に、教育活動の評価指標は、定量的なものから定性的なものまで幅広く多岐に

亘ることから、より入念な評価（Check）を意識した PDCA サイクルの積極的な活用が望まれ

ている。 

 

自主点検・学校関係者評価が PDCAサイクルの Check 段階であるとの位置づけを、評価を推

進するリーダーや担当者が明確に意識することは非常に重要であるが、自主点検・評価が義

務付けられた当初には、その理解が十分に進んでいない状況が見受けられた。自主点検・評

価がいわゆるルールとして押し付けられた義務的なものとして受け取られ、データ収集・分

析や報告書作成が徒労感の多い作業になってしまっているとの指摘もあった。目的を明確に

持てないまま点検・評価されたことから、評価方法や評価指標の収集にバラツキがでるとか、

有効な分析につながらない等の課題にも直面した。 

 

Plan と Do があってはじめて Check と Act が有効となることを、改めて認識する必要があ

る。まず、目指すべき目標がしっかり示され、それを実現するための計画が立てられ、達成

指標と施策が具体的に設定されることが重要である。そしてそれが着実に実行されてはじめ

て、その達成状況や達成に向けた取組みの適切さ等について確認する点検・評価が本来の意

味を持つことになり、その後に続く処置・改善がより効果的なものになる。 

 



 

 

 99 

その意味から、教育活動の質向上や改善の第一歩は、しっかりした目標・計画の立案であ

る。まず、長期（10年スパン）のありたい姿＝Vision を明確にする。そして、その途中過程

として中期（3～5年単位）目標を設定し、その実現を目指して中期計画を策定することが肝

要である。もちろん、実行のための組織と責任体制の明確化、投資や人員計画、財政措置等

が必要なことは言うまでもない。中期計画策定においては、最終年度の達成指標を定めると

ともに、実施内容と責任者・担当者、実施スケジュール等を具体的に決めなければならない。

年度計画は、中期計画をもとに、より精緻なものに落とし込んでいくことになる。 

 

今回のガイドラインでは、 

・目標および計画の立案、実現のための施策と達成指標、予算の策定 

・実行のための組織、担当部署と責任体制、実施方法 

・アウトプット・アウトカムの整理・点検 

・結果分析と評価および課題抽出 

・実施方法や計画の見直し 

について、各観点から必要な項目等を提示した。 

 

公開が求められる情報は、この計画策定段階や実行過程および点検・評価においてまとめ

られた計画やアウトカム、アウトプットであり、教育活動において PDCAサイクルが適切に運

用され、教育の質向上や改善が着実に進んでいることを示すものである。公開を求められる

情報の中には、改革・改善途中段階で学校にとっては不本意なものも存在する可能性もある

が、計画と改善方法および進捗状況等も積極的に公開して、学校としてプレゼンスを高めて

行くような戦略的な広報展開を目指すべきである。 

 

中期目標・計画から年度計画まで、このような広範囲に亘ってまとめることは、初めて実

行する教育機関にとっては相当負担の大きな作業である。しかしながら、一旦取りまとめて、

PDCA サイクルを一度回してみると、必要な情報やデータが揃ってきて、以降は自学にあった

適切な目標設定と計画策定が簡単にできるようになる。付録に、目標マネジメントシート例

を示したので、自学に合う形式に手直しして、これに一度書き込んでみてもらえば、比較的

簡単にまとめられるのではないだろうか。アウトプットのフォーマットを、職業実践専門課

程の更新等に利用できるものにしておけば、その作業も低減できるようになる。すべての範

囲に取り組むことが難しいようであれば、教育の質の向上に関する部分を中心にできるとこ

ろから取り掛かり、これも計画を立てて複数年で完成させても良いだろう。 

 

企業においては、経営企画・管理部門があって、計画の取りまとめや進捗の管理を行い、

円滑な事業活動の支援を行っている。学校においても、法人本部にこのような機能を置いて、
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経営や各事業部門の活動のサポートを行うことが、教育の質保証への近道になると思われる。

余裕があれば、ぜひ検討してもらいたい。 

 

教育活動の改善を図っていくためには、経営者と教職員が一体となって、情報を共有しな

がら、PDCAサイクルを活用することである。そして、その結果を広く公開し、説明責任を果

たすべきである。経営者は強いリーダーシップを、教職員は明確な当事者意識を持って、企

業や地域を巻き込んで、より良い成果を追求して欲しい。 
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第４章 総括・まとめ 
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総括・まとめ 

 

これまで専門学校では、IT 開発技術者の育成を通して、産業界に対して IT 開発スキルを持つ人

材を提供してきた。しかし、昨年度事業の取組みで近年のクラウドサービスやモバイルコンピューティ

ングの爆発的な発展や、オープンソース活用、急速なグローバル化への対応により、業務そのもの

に急激な変革が起き、産業界の求める人材の変化が明確になった。 

 本事業では、平成２３年度、２４年度の事業成果をもとに、新たな IT技術者育成の体系的な学習シ

ステムの枠組みを構築した。また、海外で行われている IT 系の職業能力評価制度等を調査すること

により、体系的なモデル・カリキュラムや達成度評価指標の構築に役立てた。国際社会で通用する

IT技術者育成の課題抽出、職域プロジェクトによる取組みの取りまとめを通して、IT分野の中核的専

門人材養成の教育基盤整備を推進した。 

 IT分野産学コンソーシアムにおいて、IT系の標準となるモデル・カリキュラム基準を作成し、今後の

IT 産業の中核的専門人材養成の基盤整備ができた。また、達成度評価指標としては、国家試験で

ある情報処理技術者試験を活用し、学習者の達成度を測ることが有効である。教育の質保証のため、

情報公開は欠くことのできない重要事項であることから、教育の質保証に伴う情報公開の実際に関

する調査・分析を行い、PDCAガイドラインを作成した。 

  

IT 分野産学コンソーシアムにおける教育プログラムの整備は、職域のプロジェクトを設けることで各

職域の標準的なモデル・カリキュラムや達成度評価指標等の整備を行った。 

 

 情報産業や IT 技術は、これまで数度の変革をを経て、社会基盤への浸透などその領域や市場を

拡大し続けている。近年は、クラウドコンピューティングの台頭やビッグデータに代表される新

たなデータ活用、スマートフォンの普及など IT 産業の大きな構造的転換が起こり、更なる領域の

拡大、市場の創造が期待されている。日本経済において、IT 技術は今後の拡大に欠くことのでき

ない基盤技術として重要視されている。産業界の進展や経済の発展への期待に伴い、IT 産業を支

える人材の質や人材育成について、産業界のニーズに対応した新たな学習システムの構築が急務

であると思われる。 
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IT分野産学コンソーシアムの職域プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 105 

タスクモデルと職域プロジェクト領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度以降の取組 

IT 分野産学コンソーシアムの次年度以降の取組として、本年度整備したモデル・カリキュラ

ムや達成度評価指標の活用を推進する。産学が連携し、中核的専門人材の養成を推進するとと

もに教育の質保証の体制整備をさらに発展させる。職域プロジェクトにおいて整備した教育プ

ログラムを IT コンソーシアム全体で利用を促進するとともに体系的に取りまとめ、教育活用を

推進する。 

 

具体的な取り組みは以下のとおり 

・学習ユニット積上げ式モデル・カリキュラム基準をもとに、各職域プロジェクトの成果を

取りまとめ、ＩＴ技術者の体系的な教育プログラムを整備する。学習ユニット積上げ式モ

デル・カリキュラム基準活用して、当協会会員校のＩＴ技術者育成の教育カリキュラムを

学習ユニット積上げ式に再構成する支援を促進し、単位互換制度や履修証明制度の構築を

推進する。 



 

 

 106 

・諸外国のＩＴ技術者の職業教育における達成度評価や職業能力評価の基準と専修学校版Ｉ

Ｔスキル標準の比較の結果から、学習ユニット積上げ式モデル・カリキュラム基準に連動

する職業能力体系を整備し、企業や地域と連携した IT職業能力評価制度の基盤整備を行う。 

・作成した積上げ式モデル・カリキュラム基準・達成度評価指標を活用して、社会人対象の

講座開設や学び直しを支援し、ＩＴ産業の人材シフトに対応した教育の実践を行う。また、

企業の規模や地域による必要人材の違いに対応した教育プログラムの構築と学習システム

の整備を行い、企業規模別・地域別の IT産業の中核的専門人材養成を推進する。 

・教育改善のための PDCAガイドラインに基づき、ＩＴ系専門学校における情報公開の研修や

啓蒙活動を行い、情報公開を促進し、教育活動の第３者評価への発展に取組む。 

・ＩＴ分野は特に技術変化が激しいため、教員の知識・技術の更新が不可欠である。モデル・

カリキュラム、達成度評価指標を活用し教員の研修体系として取りまとめとともに継続的

に知識・技術を更新するための研修を実施する。また、教育の質保証のためにも教員に求

める能力を体系化し、教員の能力向上を推進する。 

・情報公開をもとに企業、業界団体による教育活動、学校の評価につなげる枠組みと課題を

抽出し、産学の連携する第３者評価スキームの構築を協議する。 

・開発した積上げ式モデル・カリキュラム基準をもとに、レベル４～５に対応する達成度評

価指標を整備し、社員教育、企業教育への活用を試行し、職業能力評価への実証を推進す

る。 
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IT 分野産学コンソーシアム 

IT 分野の産学官連携による中核的専門人材養成の戦略的推進プロジェクト 
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